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はじめに 

 

わが国における令和５年の出生数は 72 万 7,288 人と８年連続

で減少しており、統計開始以来、最小の数字となりました。合計特殊

出生率についても 1.20 と過去最低となり、少子化はますます進展し

ている状態です。また、こどもをめぐる状況としては、核家族化の進

行や共働き世帯の増加、地域における人間関係の希薄化などにより、

依然、子育て家庭の負担感や不安、孤立感が増加している状況にあり、

子育て世代やこども・若者への支援、地域社会における子育てサポー

ト体制の充実を一層強化し、安心して子育てができる環境づくりが求

められています。 

このような状況を踏まえ、若い世代が将来に希望を持って生きられる社会をつくるため、少

子化対策や貧困対策、子ども・若者育成支援等も含めたこども施策を総合的かつ一体的に推進

するこども計画として、「第三期いずみおおつこども未来プラン」を策定いたしました。 

本計画では、「笑顔で育ち育てられる“こどもまんなか”のまちをめざして」を基本理念に掲

げ、未来を担うすべてのこどもたちが健全に育まれ活躍できるよう、また、子育て世帯が安心し

て子育てできるよう、ライフステージに応じた切れ目のない施策を進めます。加えて、本市の強

みである「官民連携・市民共創」により、行政と地域が一体となって子育てを応援する環境づく

りを推進することで、子育てに関する喜びが共有され、こどもを産みたい・育てたい、そしてこ

のまちで育ったこどもたちが、自分のこどもにもここで生活してもらいたいと思えるまちを目

指してまいります。 

結びに、本計画策定に際し、アンケートやインタビューに協力いただいた多くのこどもや若

者や子育て当事者の皆様をはじめ、貴重なご意見やご提言をいただきました「泉大津市子ども・

子育て会議」の委員の皆様、関係機関・団体の皆様、またパブリックコメントをお寄せいただき

ました皆様に厚くお礼申し上げるとともに、本計画の着実な推進に、一層のご協力を重ねてお

願い申し上げます。 

 

令和 7 年 3 月 

泉大津市長 南出 賢一 
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第１章  計画策定に当たって 

１．計画策定の趣旨 

泉大津市では、次代の社会を担うこどもの健全な育成を支援する「次世代育成支援行

動計画」を 10 か年推進したのち、子ども・子育て支援法の制定を受け、平成 27 年度

から、次世代育成支援の内容も包含した「子ども・子育て支援事業計画」（いずみおお

つ 子ども未来プラン）を推進し、令和６年度に「第２期子ども・子育て支援事業計画」

（第二期いずみおおつ 子ども未来プラン）が終了する予定です。 

「幼児教育・保育の無償化」（令和元年 10 月～）など、全国統一の取組に加え、幼

児期から足指の強化を通じて健康づくりを行う「あしゆびプロジェクト」（平成 30 年

度～）、出産予定月まで毎月 10kg の「金芽米（きんめまい）」を贈呈する「マタニテ

ィ応援プロジェクト」（令和５年度～）など、本市独自の取組を行い、こども・子育て

家庭を応援しています。 

令和５年４月に、こども基本法が施行され、同 12 月に「こども大綱」と「こども未

来戦略」が策定されました。これは、待機児童の発生から児童虐待まで、様々なこども

をめぐる社会問題がある中で、こどもの生活や権利を一番に考えた「こどもまんなか社

会」づくりを進めていこうとするもので、「自治体こども計画」の策定が努力義務とな

りました。 

本市においては、既存の計画において、すでに「こどもが主人公（チルドレン・ファ

ースト）」を基本に据えてきましたが、この法制度改革に沿って、「こども計画」とし

ての位置づけのもと、令和７年度からの「第三期いずみおおつ 子ども未来プラン」（以

下、本計画という。）を策定します。 

 

※「こども」の漢字の使い分けについて 

「こども」「子ども」「子供」の言葉は、法令での用法に沿って記載し、準拠する法

令がないケースでは、「こども」と記載します。 
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２．計画の位置づけ 

本計画は、こども基本法に基づく「市町村こども計画」で、国の「こども大綱」を勘

案し、以下の６計画と一体的に策定します。 

・子ども・子育て支援事業計画（第３期） 

・次世代育成支援対策地域行動計画（第５期） 

・母子保健を含む成育医療等に関する計画 

・ひとり親家庭自立促進計画（第５期） 

・こどもの貧困対策計画（第２期） 

・こども・若者育成支援計画 

なお、学校教育分野については、教育基本法に基づく「教育振興基本計画」を別途、

策定・推進しています。 
 

 

計画の位置づけ 
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３．計画期間 

本計画の期間は、令和７年度から令和11年度までの５年間を計画期間とします。な

お、今後の国及び市を取り巻く社会状況の変化に対応するために、計画期間中であって

も「子ども・子育て会議」などでの審議を経て、必要な見直しを行っていくこととしま

す。 
 

計画期間 
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４．策定の方法 

本計画の策定に当たっては、これまでも実施してきた子育て中の保護者へのアンケー

ト調査により、市民ニーズの把握に努めるとともに、小中学生本人へのアンケート・イ

ンタビュー調査、高校生世代から24歳までの若者へのアンケート調査を行い、こども・

若者自身の意見の反映に努めました。 

また、関係機関・団体の代表などで構成される「泉大津市子ども・子育て会議」で協

議・検討を行うとともに、計画案をホームページなどで公表し、意見募集を行うパブリ

ックコメントを行い、市民の意見の反映に努めました。 
 

（１）「子ども・子育て会議」の開催 

「泉大津市子ども・子育て会議」は、子ども・子育て支援法、泉大津市子ども・子育

て会議条例に基づく合議制の附属機関です。本市では、平成25年から、子ども・子育て

支援事業計画の策定・推進に関することなどを継続的に協議・検討してきました。 

こども基本法では、こども施策に係る事務の実施に係る協議及び連絡調整を行うため

の協議会を組織することができ（第13条第３項）、既存の協議体を活用することも可能

（こども家庭庁ガイドライン）とされていることから、本市では、「泉大津市子ども・

子育て会議」において、「こども計画」の策定・推進の協議を行うこととしました。 

令和５年12月から７年３月にかけて計５回の会議を開催し、計画案の協議・検討を

進めました。 

 

「子ども・子育て会議」を中心とした協議・検討の体制  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市長（計画決定・実行） 

答
申 

 
子ども・子育て会議 

（協議・検討） 

こども政策課 

（事務局） 

調整・連携 

・アンケート調査 

・インタビュー調査 

・パブリックコメント 

意見の 

反映 
庁内関連部署 

諮
問 
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（２）アンケート調査の実施 

計画策定に必要な基礎資料を得るため、５種のアンケート調査を実施しました。５種

のうち、「就学前児童の保護者」、「小学生児童の保護者」のアンケートは、家庭での

子育ての状況や保育所等の利用状況や意向、子育て支援サービスの利用状況や意向など

をたずね、事業見込み量検討の参考にすることを主目的として、令和６年１～２月に実

施しました。 

また、「小学４～６年生児童」、「中学生生徒」、「高校生世代～24歳の若者」は、

家庭の状況や生活習慣、生活上の悩みなどをたずね、当事者目線での課題やニーズを把

握するために、令和６年７～８月に実施しました。 

 

アンケート調査の種類と配布・回収状況  

対 象 配布数 
回答数 

回収率 
紙媒体 ネット 合計 

１ 就学前児童の保護者 1,500  427 592 1,019 67.9％  

２ 小学生の保護者 1,000  273 333 606 60.6％  

３ 小学４～６年生児童 1,490 - 813 813 54.5％  

４ 中学生生徒 1,644 - 830 830 50.5％ 

５ 高校生世代～24 歳の若者 2,000 - 146 146 7.3％  

 

 

（３）インタビュー調査の実施 

当事者目線での課題やニーズの把握のために、小中学生に、「なりたい大人 すみた

いまち」をテーマとしたインタビュー調査を実施しました。 

 

インタビュー調査の実施状況  

対 象 実施日 参加者数 

１ 小津中学校の生徒 令和６年６月 19 日 ５人 

２ 誠風中学校の生徒 令和６年６月 20 日 ５人 

３ 東陽中学校の生徒 令和６年７月４日 ３人 

４ 上條小学校の仲よし学級の利用児童 令和６年７月６日 ７人 

５ 旭小学校の仲よし学級の利用児童 令和６年７月９日 ８人 
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（４）「パブリックコメント」の実施 

計画案の段階で幅広く意見を募り、計画へ反映するため、令和６年12月10日から令

和７年１月10日まで、「パブリックコメント」を実施しました。 

 

 

（５）「やさしい概要版」を用いたこどもへの意見募集の実施 

計画案の「やさしい概要版」を作成して、ホームページに掲示するとともに、小中学

校の協力により、児童・生徒に周知し、令和６年12月10日から令和７年１月10日まで

の期間で、意見募集を行いました。「やさしい概要版」には、小中学生アンケート・イ

ンタビュー調査の結果や、出された意見の活用方法を掲載しました。 
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５．法制度等の状況 

（１）近年の国や社会の動向 

平成27年の子ども・子育て新制度の施行以降、相談支援体制の充実を図るための「子

育て世代包括支援センター」、「子ども家庭総合支援拠点」の設置など、様々な制度改

革が行われてきました。 

令和５年のこども基本法の施行を受け、「こども大綱」、「こども未来戦略」が策定

されるとともに、「市町村こども家庭センター」など新たな制度も創設されています。 

 

近年の国や社会の動向 

 

平成27年 
◇子ども・子育て支援法の施行（子ども・子育て新制度の創設、「市町村第１期子ども・

子育て支援事業計画」の策定） 

平成28年 ◇「子供・若者育成支援推進大綱」（第２次）の策定 

平成29年 

◇改正児童福祉法等の施行 
（「市町村母子健康包括支援センター」（平成30年から「市町村子育て世代包括支援セ
ンター」）、「市町村子ども家庭総合支援拠点」の制度化（令和６年に「市町村こども
家庭センター」に一本化）） 

令和元年 

◇子ども・子育て支援法改正（幼児教育・保育の無償化の実施、「市町村第２期子ども・
子育て支援事業計画」の策定） 

◇成育基本法の施行 
◇「子供の貧困対策に関する大綱」の策定 

令和２～４年 ◇コロナ禍による幼稚園・保育所等・学校、地域のサービス等への影響 

令和３年 

◇「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針」が閣議決定 
（「こどもまんなか社会」の実現を目指す） 

◇「子供・若者育成支援推進大綱」（第３次）の策定 
◇成育医療等基本方針の閣議決定 

令和５年 

◇こども基本法施行、こども家庭庁創設 
◇「こども大綱」の閣議決定 
（従来の国の「少子化社会対策大綱」、「子供・若者育成支援推進大綱」、「子供の貧困
対策に関する大綱」を一つに束ねた、幅広いこども施策に関する今後５年程度を見
据えた中長期の基本的な方針や重要事項を一元的に定める大綱） 

◇「こども未来戦略」の閣議決定 
（「若者・子育て世代の所得を増やす」「社会全体の構造や意識を変える」「すべてのこ

どもと子育て世帯をライフステージに応じて切れ目なく支援していく」の３つを柱
に重点的に国が進めていく戦略） 

令和６年 

◇改正児童福祉法等の施行 
（「市町村こども家庭センター」、「地域子育て相談機関」、「子育て世帯訪問支援事業」、
「児童育成支援拠点事業」、「親子関係形成支援事業」の制度化） 

◇国の「こどもまんなか実行計画2024」の策定 
◇子ども・子育て支援法等の一部改正法の施行 
（すべてのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充（「こども誰でも通園制度」
等）、医療保険者から納付金を徴収する「子ども・子育て支援金制度」の創設など） 

◇改正こどもの貧困対策法の施行 
（現在の貧困の解消だけでなく、将来の貧困を防ぐことを目指すことなど） 
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（２）「母子保健・成育医療」をめぐる動向 

周産期・乳幼児期の母と子の保健については、平成９年度から、母子保健法の改正に

より、その主な業務が都道府県から市町村に移管され、保健師・栄養士・歯科衛生士等

が地域の医師会等との連携のもと、訪問指導や乳幼児健診、予防接種等を行うスタイル

が定着しています。 

この計画については、平成９年度当初に策定した第１期市町村母子保健計画に続き、

「健やか親子 21」国民運動（平成 13～26 年度）、同第２期国民運動（平成 27～令

和６年度）に沿って推進し、本市においても、「いずみおおつ子ども未来プラン」の一

部を母子保健計画と位置づけ、関連計画である「健康泉大津 21 計画（健康増進計画）・

泉大津市食育推進計画」と連携しながら、推進してきました。 

一方、時代の要請から、「妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援」が求めら

れるようになっており、令和元年 12 月に「成育基本法」（成育過程にある者及びその

保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合

的な推進に関する法律）が施行し、国の「成育医療等基本方針」により、市町村は、「母

子保健を含む成育医療等に関する計画」を策定することとなりました。 

妊娠・出産期から、乳幼児期、学童期、思春期までの成育過程に沿って、産後うつな

どにより不適切な育児におちいることなく、こどもたちが健やかに成長できるよう、切

れ目ない保健・医療を確保していくことが求められます。 

 

（３）「ひとり親家庭の自立促進」をめぐる動向 

仕事と子育てを一手に担わざるを得ないひとり親家庭は、経済的な困窮のみならず、

支援を期待できる人間関係の困難や地域での孤立、親子で心穏やかに過ごす時間の制限

など、多様な課題を抱えています。 

国では、平成 14 年に「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子並びに寡婦福祉法」

として抜本的に改正し、父子家庭を支援の対象に加えるとともに、「就業・自立に向け

た総合的な支援」へと施策を強化しました。本市においても、これにあわせ、第１期の

「自立促進計画」を策定し、以来、５年計画を４期間、推進してきました。 

そのほか、平成 15 年には「母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特

別措置法」が施行され、平成 24 年に「母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に

関する特別措置法」として改革されるとともに、令和６年４月には「困難な問題を抱え

る女性への支援に関する法律」（女性支援新法）も施行されています。 
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（４）「こどもの貧困対策」をめぐる動向 

いわゆる「貧困の連鎖」によって、こどもたちの将来が閉ざされることは決してあっ

てはならないとの決意のもと、平成 26年に「子どもの貧困対策法」（子どもの貧困対

策の推進に関する法律）が施行され、令和元年、５年と改正を重ねてきました。令和元

年改正では、市町村計画の策定が努力義務化され、令和５年改正では、「こどもの貧困

の解消に向けた対策の推進に関する法律」と法律名に「貧困の解消」が明記されるとと

もに、並行して施行されるこども基本法とともに、施策の拡大を図る方向が示されてい

ます。 

こどもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、また、貧

困が世代を超えて連鎖することのないよう、保護者への生活・就労支援、こどもの居場

所づくりなど、こどものことを第一に考えた適切な支援に取り組むことが求められます。 

 

（５）「こども・若者育成支援」をめぐる動向 

日本国憲法及び「児童の権利に関する条約」にのっとり、総合的なこども・若者育成

支援施策を推進することを目的として、「子ども・若者育成支援推進法」が平成 22 年

4 月に施行されました。同法は、第 1 条で、「子ども・若者をめぐる問題が深刻な状況

にある」と規定しています。 

そのことを「子供・若者育成支援推進大綱」（令和３年４月）では、「つながりの希

薄化といった地域社会をめぐる課題」、「インターネット利用の拡大といった情報通信

環境をめぐる課題」、「ニートなどの就業をめぐる課題」として指摘し、「多くの若者

は不安を高め、孤独・孤立の問題が顕在化するなど、状況は更に深刻さを増している」

と総括しています。 
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第２章  本市の現状と課題 
 

１．人口の推移と推計 

本市の令和２年の国勢調査人口は74,412人で、年少人口（０～14歳）は8,927人、

年少人口比率は12.0％となっています。長期的な推移をみると、年少人口は平成７年

から平成17年にかけて増加していたものの、その後減少傾向にあり、令和27年（2045

年）には5,300人台になると推計されます。 

 

人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：昭和 55～令和２年は国勢調査。令和７年以降は国立社会保障・人口問題研究所の令和６年６月推計。  
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令和６年４月１日の住民基本台帳人口による人口ピラミッドは、男女とも50～54歳

がピークで、若い世代が少ない壺型ですが、20～29歳が少し盛り上がった構造となっ

ています。18歳未満の若年層の人口ピラミッドは、年齢が低いほど人口が少ない逆三

角形型の構造となっています。 

 

人口ピラミッド（令和６年４月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳 

若年層の人口ピラミッド（令和６年４月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳  

（人） 

（人） 
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出生数は、500人台後半で推移しており、令和４年は一時的に400人台に落ち込み

ましたが、令和５年は例年並みとなっています。 

 

出生数と死亡数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：住民基本台帳 

 

合計特殊出生率は、全国平均や大阪府平均より高位に推移してきましたが、令和４年

は1.26で、全国平均や大阪府平均とほぼ同程度となっています。 

 

合計特殊出生率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：和泉保健所管内における基本的統計資料  
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転入数、転出数は、それぞれ、毎年3,000人前後で推移しており、令和元～４年にか

けて転出超過となっていましたが、令和５年は転入超過となっています。 

 

転入数と転出数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：住民基本台帳 

年齢ごとの転入数・転出数は、25～29歳がそれぞれ700人前後で最も多く、20～

24歳、30～34歳も転入数・転出数それぞれで400人台となっています。 

 

年齢ごとの転入数と転出数（令和５年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：住民基本台帳人口移動報告（国外との転入・転出は含まない。） 
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住民基本台帳ベースでの、令和11年度までのこどもの人口の推計は、以下のとおり

です。過去５年間の１歳階級別・男女別のコーホート変化率の平均値を用いて推計して

います。 

計画期間におけるこどもの人口の推計 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 令和 11年度 

 2025 年度 2026 年度 2027 年度 2028 年度 2029 年度 

０歳 535 533 530 528 526 

１歳 530 540 538 535 533 

２歳 498 524 534 532 529 

３歳 549 493 519 529 527 

４歳 503 546 490 516 526 

５歳 559 498 540 485 510 

６歳 511 553 493 534 480 

７歳 568 509 550 490 531 

８歳 556 565 506 547 488 

９歳 564 553 562 503 544 

１０歳 549 564 553 562 503 

１１歳 535 549 564 553 562 

１２歳 560 535 549 564 553 

１３歳 578 560 535 549 564 

１４歳 657 578 560 535 549 

１５歳 613 654 575 557 532 

１６歳 649 613 654 575 557 

１７歳 668 649 613 654 575 
      

小計      

０～２歳 1,563 1,597 1,602 1,595 1,588 

０～５歳 3,174 3,134 3,151 3,125 3,151 

１～２歳 1,028 1,064 1,072 1,067 1,062 

３～５歳 1,611 1,537 1,549 1,530 1,563 

６～８歳 1,635 1,627 1,549 1,571 1,499 

９～11歳 1,648 1,666 1,679 1,618 1,609 
      

０～17歳計 10,182 10,016  9,865  9,748  9,589  

 

資料：住民基本台帳（令和元～６年の各年４月１日時点）をもとにコーホート変化率法により推計。 

  

（人） 
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２．婚姻の状況 

令和２年国勢調査で年齢ごとの婚姻の状況をみると、既婚者の割合は30～34歳の男

性で56％、30～34歳の女性で62％などとなっており、加齢とともに既婚率は高くな

っています。全国平均と比較すると、本市の既婚者の割合は、男性は多くの年齢層で全

国平均より高くなっており、女性は多くの年齢層で全国平均と同程度となっていますが、

女性においても、25～29歳では、全国平均より４ポイント高くなっています。 

 

男女別・年齢別の既婚者の割合（令和２年） 

〔本市〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔全国平均〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和２年国勢調査（配偶関係不詳者を除いて集計している） 
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０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 ６歳 ７歳 ８歳 ９歳 10歳 11歳 12歳 13歳 14歳

泉大津市 38% 53% 59% 61% 68% 64% 72% 69% 70% 72% 73% 76% 79% 73% 77%

大阪府 44% 54% 60% 62% 64% 67% 67% 70% 72% 74% 73% 75% 75% 76% 76%

全国 47% 59% 65% 68% 71% 73% 74% 75% 78% 79% 79% 80% 80% 81% 81%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

泉大津市 大阪府 全国

３．出産後の女性の就業状況 

令和２年国勢調査により、本市の夫婦世帯における一番下の子の年齢別の女性の就業

率をみると、０歳の38％から４歳の68％まで、徐々に上昇し、一番下の子の小学生入

学期以降は、上昇傾向が緩やかであることがわかります。また、本市は、全国平均や大

阪府平均よりやや就業率が低いことがわかります。 

一番下の子の年齢別の女性の就業率 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和２年国勢調査 

４．ひとり親世帯の状況 

令和２年国勢調査によると、一番下の子が19歳以下の母子世帯は541世帯、父子世

帯は57世帯、あわせて598世帯で、そのうち、母と子のみの世帯は434世帯、父と子

のみが30世帯あります。ひとり親世帯は、こどもの人口の減少に伴い、平成22年の683

世帯、平成27年の641世帯から、減少しています。 
 

一番下の子の年齢別のひとり親世帯数 

 合計 ０～５歳 ６～11歳 12～19歳 

母と子のみの世帯数 434 66 144 224 

父と子のみの世帯数 30 3 10 17 

合計 464 69 154 241 
     

  合計 ０～５歳 ６～11歳 12～19歳 

他の世帯員との同居も含む母子世帯数 541 96 171 274 

他の世帯員との同居も含む父子世帯数 57 6 18 33 

合計 598 102 189 307 

資料：令和２年国勢調査 
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５．幼稚園・保育所・認定こども園の利用者数 

幼稚園・認可保育所・認定こども園の利用者数の推移は、以下のとおりです。 

平成18年に制度化された認定こども園への移行が徐々に進んだことにより、幼稚園・

認可保育所の利用者数は減少傾向、認定こども園の利用者数は増加傾向にあります。 

 

幼稚園（市内）の児童数 

（各年５月 1日現在 単位：人） 

 R2 R3 R4 R5 R6 
R6
定員 

３歳児 77 71 32 45 27 96 

４歳児 82 84 64 30 34 184 

５歳児 85 83 64 67 21 185 

計 244 238 160 142 82 465 

 

幼稚園（市外）の児童数 

（各年５月 1日現在 単位：人） 

 R2 R3 R4 R5 R6 

３歳児 44 28 33 32 5 

４歳児 48 30 29 32 9 

５歳児 37 29 29 27 13 

計 129 87 91 91 27 

 

認可保育所（市内）の児童数 

（各年４月 1日現在 単位：人） 

 R2 R3 R4 R5 R6 
R6
定員 

０歳児 8 9 9 8 8 9 

１歳児 20 21 20 25 26 16 

２歳児 51 30 26 31 27 30 

３歳児 44 46 25 23 28 37 

４歳児 47 38 33 28 23 39 

５歳児 37 49 23 33 29 39 

計 207 193 136 148 141 170 
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認定こども園（市内）の児童数 

（各年４月 1日現在 単位：人） 

 R2 R3 R4 R5 R6 
R6 

定員 

０歳児 80 75 88 75 82 122 

１歳児 202 200 190 216 200 221 

２歳児 230 233 229 233 246 255 

３歳児 346 368 378 401 363 456 

４歳児 371 368 413 392 420 486 

５歳児 379 367 397 409 401 490 

計 1,608 1,611 1,695 1,726 1,712 2,030 

 

認定こども園（市外）の児童数 

（各年４月 1日現在 単位：人） 

 R2 R3 R4 R5 R6 

０歳児 2 3 2 1 3 

１歳児 6 7 6 13 3 

２歳児 3 9 13 14 17 

３歳児 29 35 31 49 50 

４歳児 20 44 34 29 50 

５歳児 36 37 47 34 38 

計 96 135 133 140 161 

 
  

         地域型保育事業の児童数 

                     （各年４月 1日現在 単位：人） 

 R2 R3 R4 R5 R6 

１歳児 0 0 0 0 21 

２歳児 0 0 0 0 16 

計 0 0 0 0 37 
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６．小中学校の児童・生徒数 

小学校の児童数、中学校の生徒数の推移は、以下のとおりです。少子化により、児童

数・生徒数ともに減少傾向にあります。 
 

小学校の児童数 

（各年 5月 1日現在 単位：人） 

 R2 R3 R4 R5 R6 

１年生 511 520 524 527 542 

２年生 531 500 507 524 523 

３年生 534 520 487 500 514 

４年生 591 524 515 482 494 

５年生 607 584 522 515 482 

６年生 609 600 580 531 514 

特別支援学級 328 337 353 318 310 

計 3,711 3,585 3,488 3,397 3,379 

中学校の生徒数 

（各年 5月 1日現在 単位：人） 

 R2 R3 R4 R5 R6 

１年生 570 571 555 554 509 

２年生 623 571 569 558 570 

３年生 606 622 575 570 565 

特別支援学級 127 125 119 105 81 

計 1,926 1,889 1,818 1,787 1,725 

７．仲よし学級の状況 

仲よし学級（留守家庭児童会）の利用児童数の推移は、以下のとおりです。 
 

仲よし学級の利用児童数 

（各年４月末現在 単位：人） 

 R2 R3 R4 R5 R6 

１年生 263 267 263 262 279 

２年生 233 233 239 246 226 

３年生 192 165 159 161 194 

４年生 120 111 73 86 89 

５年生 55 41 36 21 27 

６年生 16 12 14 8 9 

計 879 829 784 784 824 
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８．相談事業の状況 

家庭児童相談の件数、児童虐待相談対応件数の推移は、以下のとおりです。 

児童虐待相談対応件数は増加傾向にあります。 
 

家庭児童相談の件数 

（単位：件） 

 
実績値 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

相談件数（延件数） 341 445 529 547 673 

 

養育相談（虐待・その他） 289 406 485 431 579 

保健相談 7 0 0 6 1 

障がい相談 0 4 0 25 25 

非行相談 11 2 8 12 3 

育成相談 12 20 3 14 32 

その他 22 13 33 59 33 

 

児童虐待の相談対応件数 

（単位：件） 

 
実績値 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

通告件数（延件数） 238 345 385 391 515 

 

身体的虐待 87 119 72 104 110 

性的虐待 5 0 0 0 2 

心理的虐待 84 160 228 182 264 

ネグレクト 62 66 85 105 139 
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35%

28%

25%

20%

13%

12%

9%

9%

5%

5%

4%

3%

27%

5%

40%

34%

24%

24%

15%

8%

2%

2%

11%

6%

5%

5%

26%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

子育てにかかる費用が負担であること

仕事や子育てによるストレスなどから、

こどもをしかりすぎているような気がすること

子育てによる身体の疲れが大きいこと

子育てのために、仕事や自分の

やりたいことが十分にできないこと

住居がせまいこと

子育てに関して、配偶者

の協力が少ないこと

配偶者以外に子育てを

手伝ってくれる人がいないこと

子育てに関して、配偶者

と意見が合わないこと

子育てに対して、家族や親族などの

理解や協力が十分に得られないこと

自分の子育てを注意されたり、どのように

見られていたりするかが気になること

子育てに関して、話し相手

や相談相手がいないこと

その他

特にない

無回答

回答全体

うちひとり親家庭

９．アンケート等による市民ニーズ 

子育て中の保護者や小中学生・若者へのアンケート調査、小中学生本人へのインタビ

ュー調査の結果概要は、以下のとおりです。 

 

（１）就学前児童・小学生の保護者へのアンケート調査 

保護者は、費用負担など、多くのことで悩んでおり、特に、ひとり親家庭では、多く

の項目で悩んでいる割合が高いことがわかりました。 

 

日頃の子育ての悩み 
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71.6%

59.0%

43.1%

39.1%

32.3%

28.4%

17.4%

15.8%

15.3%

15.0%

13.2%

9.4%

5.0%

5.0%

1.9%

4.6%

63.7%

35.0%

13.9%

7.3%

6.6%

10.2%

5.0%

6.9%

4.0%

7.9%

6.9%

5.9%

1.5%

5.4%

3.0%

4.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

こどもが安全で快適に

遊べる公園や遊び場の充実

子育て世帯への経済的支援

幼児教育・保育施設や

学校教育施設の整備

保育所、幼稚園、認定こども園

などでの幼児教育の内容の充実

妊娠中や出産直後の支援の充実

仲よし学級の充実

保育所、幼稚園、認定こども園

などと小学校の交流や連携の促進

子育てに関する相談や情報提供

が気軽に受けられる場所の充実

地域住民と行政が連携して子育て

世帯を支える仕組みの充実

こどもの居場所づくりへの支援

障がいがあるこどもや

家庭への支援

こどもや子育てに関する

セミナーやイベントの開催

子育てサークルなどの保護者

の自主的な活動への支援

その他

特にない

いずれの選択肢も無回答

未就学

(N=1,019)

小学生

(N=606)

「充実してほしい施策」では、「こどもが安全で快適に遊べる公園や遊び場の充実」

や「子育て世帯への経済的支援」などの割合が高く、小学生の保護者より就学前児童の

保護者の方が、多くの項目で充実してほしいという回答割合が高くなっています。 

 

充実してほしい施策 
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(１)今の自分が好きだ

(２)今、自分は幸せ
　　だと感じる

(３)自分の将来について、
  　よく考えたことがある

(４)自分の将来に明るい
　　希望を持っている

(５)社会のために役立つ
　　ことをしたい

(６)自分は役に立たない
　　と強く感じる

(７)ひとりぼっちだと
　　感じることがある

(８)ほかの子から、いじめ
　　られたと感じている

33%

55%

48%

36%

41%

14%

12%

5%

40%

32%

28%

32%

40%

22%

16%

6%

15%

7%

14%

20%

12%

34%

27%

15%

8%

4%

6%

9%

4%

27%

41%

70%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

4%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

あてはまる どちらかといえば、

あてはまる

どちらかといえば、

あてはまらない

あてはまらない 無回答

（２）小中学生へのアンケート調査 

小中学生本人へのアンケート調査では、本人の生活習慣や自分自身の気持ち・悩み、

「居場所」についてのニーズなどをたずねました。 

自己肯定感や幸福感、将来の意識、自己有用感、孤独感などを４段階尺度でたずねた

設問では、大半のこどもたちが肯定的な回答をしていますが、「自分は役に立たないと

強く感じる」の「あてはまる」が14％あるなど、前向きでない回答も一定数みられまし

た。 

 

自己肯定感や幸福感、将来の意識、自己有用感、孤独感 
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(10)家のお金のこと

(11)親がきびしいこと

(12)ネットでの人間関係
　　のこと

(１)毎日の勉強のこと

(２)受験や進路のこと

(３)自分の外見（顔・体形
　　など）のこと

(４)こころや体の健康のこと

(５)運動が苦手なこと

(６)学校の友だち
　　・知り合い・先生のこと

(７)学校以外の友だち
　　・知り合い・先生のこと

(８)家族の健康のこと

(９)家族の仲が悪いこと

12%

19%

14%

10%

11%

8%

4%

7%

4%

5%

4%

2%

30%

27%

25%

17%

13%

11%

5%

13%

6%

10%

7%

3%

28%

20%

26%

27%

21%

23%

22%

22%

16%

20%

20%

13%

26%

30%

31%

43%

51%

53%

64%

53%

70%

61%

65%

77%

4%

4%

3%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

とても

悩んでいる

少し、

悩んでいる

あまり、

悩んでいない

まったく、

悩んでいない

無回答

また、生活上の悩みを４段階尺度でたずねた設問では、「家のお金のこと」に15％が

悩んでいるという結果が得られました。 

 

生活上の悩みの状況 
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約４時間

約５～８時間

８時間以上

無回答

使っていない

約30分

約１時間

約２時間

約３時間

5%

8%

14%

21%

18%

14%

15%

6%

0.3%

0% 20% 40%

総計

小学生

中学生

電子媒体長時間使用層

お金の悩みがある層

24%

28%

21%

17%

26%

57%

53%

61%

49%

42%

9%

8%

9%

13%

10%

10%

11%

9%

21%

22%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１ ほぼ同じ

時間にね

ている

２ だいたい

同じ時間に

ねている

３ あまり同

じ時間にねる

ことはない

４ ねる時間

はいつもばら

ばらである

無回答

「平日のゲーム機やスマートフォンなどの使用時間」をたずねたところ、５時間以上

の長時間使用層が約２割いることも明らかになりました。 

 

平日のゲーム機やスマートフォンなどの使用時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「家のお金のことで悩んでいる層」や「電子媒体長時間使用層」のクロス集計を行う

と、そうした層で、就寝時間が不規則になったり、学校の授業がわからなくなったりし

ているこどもが多い実態がみられました。 

 

毎日、同じ時間に寝ているか 
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１　友だちや親しい人と落ち着いて
　話せる場所
２　安心して体を動かす遊びが
　できる場所
３　Wi-Fiやパソコンが自由に
　使える場所
４　自分ひとりで時間を
　過ごせる場所
５　お金を使わず、地域の人と
　出会える場所
６　家庭や学校で言えないことを
　聞いてくれる大人がいる場所

７　その他

８　特にない

無回答

65%

62%

57%

44%

34%

28%

8%

7%

1%

0% 20% 40% 60% 80%

総計

小学生

中学生

電子媒体長時間使用層

お金の悩みがある層

47%

56%

39%

32%

40%

42%

34%

50%

50%

45%

6%

5%

7%

10%

7%

2%

1%

2%

4%

6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１ だいたい

わかる

２ 教科によって

はわからない

ことがある

３ わからない

ことが多い

４ ほとんど

わからない

無回答

 

学校の授業の理解 

 

 

 

 

 

 

 

 

「居場所」についてのニーズは、「友だちや親しい人と落ち着いて話せる場所」、「安

心して体を動かす遊びができる場所」、「Wi-Fiやパソコンが自由に使える場所」など、

様々なニーズがみられました。 

 

「居場所」についてのニーズ 
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（３）小中学生本人へのインタビュー調査 

 

① 泉大津市や地域に思うこと 

こどもたちは、泉大津市や地域について、普段から、こどもの立場から、いろい

ろなことを考えていることが再認識されました。公園や「シープラ」（市立図書館）

などの環境が充実しているという意見、きれいなまちに住みたいという意見が多く

出されました。 

 

【小学生】 

◇泉大津市は、駅も３つあり、便利。 

◇近所の人が挨拶してくれるのは好き。 

◇「タコ公園」、「からす公園」、「リンゴ公園」、「助松公園」、「古池公園」と、

遊べる公園がたくさんある。「タコ公園」で遊ぶのが好き。 

◇臭かったり、汚かったりするようなまちは嫌。将来、きれいなまちに住み

たいと思う。 

◇犯罪や怖い人がいるようなまちは嫌。 

 

【中学生】 

◇泉大津市は都会過ぎず、いろいろ揃っているし、道にも迷いにくくていい

ところ。 

◇「シープラ」（市立図書館）やシーパスパークはとてもきれいで、安心して

利用できる。 

◇落書きやゴミなどで汚く、治安も悪そうなイメージがあるため、行く気に

ならない公園がある。 

◇公園の遊具が、ほんの一部の大人が文句を言うことで減っていることはお

かしい。 

◇泉大津市をもっとにぎやかにしたい。 

◇中央商店街に、飲食店が増えて盛り上がるといい。本来、商店街のイメー

ジは、お店がいっぱいでワクワクするものだが、今はそうでないので、お

店を増やしてほしい。 

◇大きな音を立てるバイクに乗っている人を見かける。 

◇公園など、こどもたちに関する施設の環境はとても大切だと思う。 

◇こどもに関する施設が増えれば、大人にもメリットがあると思う。 

◇公共的な花壇などで、一部分だけをきれいにみせるのもどうかと思う。市

全体がきれいに、住みよくなっていけばいい。市から花の種が配られ、市

民が庭に蒔くようなことがあれば、とてもいいと思う。 
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② 学校について思うこと 

地域の人との積極的な交流について、良い評価の意見が多く出されました。 

 

【小学生】 

◇掃除や給食などの当番が楽しい。 

◇給食がおいしいのでうれしい。 

◇先生方は、優しくもあり、怖くもある。 

◇冬場はプールが汚い状態なので、きれいにしてほしい。 

◇仲よし学級では、みんなでドッヂボールや野球盤をしたりして過ごしてい

る。一人で読書をしたり、パズルをしたりもする。楽しい。 

 

【中学生】 

◇地域の人のお話を聞く授業があり、農家の方や、プロのマジシャンの方か

ら話を聞けてよかった。 

◇登下校中に挨拶してくれるおじいちゃんやおばあちゃん、こどもたちを見

守ってくれる人がいて、素敵だと思う。大人として憧れる。 

◇部活動をすることで、友だちの輪が広がった。 

◇生徒会として、毎年、夏と秋にイベント企画をして、学校全体で楽しめる

行事をしている。イベントの予算の割り振りも、生徒会の裁量に任せても

らえている。 

◇先生方が意見をちゃんと聞いてくれて、一歩引いたところから私たちのこ

とを信じて見守ってくれていると感じる。 

 

③ 自分自身の将来について思うこと 

なりたい職業について、たくさんあげていただきました。また、「相手のことを思

いやり、礼儀正しい大人になりたい」という意見が複数あがりました。 

 

【小学生】 

◇優しい保育士さんになりたい。 

◇アイスを売る、カフェのようなお店で働く人になりたい。 

◇ＹｏｕＴｕｂｅｒになっていろいろなことをしてみたい。 

 

【中学生】 

◇社会の当たり前や、ルールや時間を守る大人になりたいと思う。 

◇挨拶を当たり前に行い、礼儀正しくふるまえる大人になりたい。 

 

 

 



 

 

29 

④ 大人に対して言いたいこと 

一方的に決めつけたり、しつこく叱ったりするのではなく、一個人として認め、

対話を大事にしてほしい、といった意見が出されました。 

 

【小学生】 

◇給食や家のご飯、外食など、好きな食べ物を作ってくれるのでうれしい。 

◇お年玉やお小遣いなどをくれるのでうれしい。 

◇なんでも勝手にいろいろなことを決めつけられるのは嫌。 

◇何回も文句をしつこく言われるのは嫌。 

 

【中学生】 

◇親は、朝早くから夕方まで仕事で、夕飯は家族が揃って食べれる日もある

し、そうでない日もある。休みも限られ、有給休暇もこどものために使っ

てくれている。有給休暇が増えれば、親も、自分の時間を作ったりして、

楽しくできるのにと思う。 

◇自分の意見を押し通そうとする、こどもっぽい大人はだめ。 

◇対話を大事にしてくれる大人は素敵。対話をすることでお互いを知ること

が出来る。好きなことを認めてくれる、生かしてくれるとうれしい。対話

の場所を作るのが大切。 

◇私たちも一人前の人として扱ってほしい。 

◇人生経験は大人に比べて確かに少ないが、「大人」・「こども」ではなく、一

個人として意見を尊重してほしい。 
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高校生世代男性

高校生世代女性

成人世代男性

成人世代女性

総計 8%

16%

7%

5%

6%

92%

84%

93%

95%

94%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

している していない（無回答含む）

１．仕事や学校で平日は毎日外出する

２．仕事や学校で週に３～４日外出する

３．遊び等で頻繁に外出する

４．人づきあいのためにときどき外出する

５．普段は家にいるが、自分の趣味に関する
　用事のときだけ外出する
６．普段は家にいるが、近所のコンビニなど
　には出かける

７．自室からは出るが、家からは出ない

８．自室からほとんど出ない

無回答

75%

12%

3%

3%

4%

0%

3%

1%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（４）若者へのアンケート調査 

高校生世代から24歳までの若者へのアンケート調査では、思春期特有の悩みの現状

や、「ひきこもり状態」の実態、「ヤングケアラー」の実態などをたずねました。 

外出の状況の設問では、「自室からほとんど出ない」、「自室からは出るが、家から

は出ない」、「普段は家にいるが、自分の趣味に関する用事のときだけ外出する」とい

った「ひきこもり状態」の若者が少なからずいることが明らかになりました。 

また、「家族の誰かの世話をしているか」という設問では、８％が「している」と回

答し、「毎日何時間も行っている」というヤングケアラーの状態にある若者がいること

も明らかになりました。 
 

外出の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家族の誰かの世話をしている状況 
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10．課題の整理と必要な対策 

アンケート等による市民ニーズや、本市の人口等の統計データの動向などから、計画

課題と必要な対策を以下のとおり整理します。 
 

（１）安心して子育てができる切れ目のない支援 

子育て中の保護者へのアンケートによると、身体的・精神的負担に悩んでいる保護者

は多く、また、過去のアンケートと比較して、妊娠中や出産直後の支援の充実を求める

割合が増えています。市の相談窓口においては、児童虐待にかかる相談対応の件数も増

えており、育児に不安を抱え、サポートが必要な保護者の早期発見と相談・支援体制の

充実を一層図る必要があります。 

とりわけ、平成29年、令和６年と続く児童福祉法改正を受けて、児童福祉と母子保健

が連携した妊娠・出産・育児の切れ目ない支援を強化していくことが求められています。 
 

泉大津市の状況 必要な対策 

☆身体的・精神的負担に悩んでいる保護者も多い。 

（ストレス28％、体の負担25％） 

☆妊娠中や出産直後の支援の充実を求める割合が増え

ている（R1：10.9％→R5：32.3％） 

☆児童虐待にかかる相談対応の件数が増えている（R1：

238件→R5：515件） 

→妊娠・出産・育児と切れ目ない支援

が求められている。 

→育児に不安を抱え、サポートが必要

な保護者の早期発見と相談・支援体

制の充実を図る必要がある。 

 

（２）多様なニーズに応える教育・保育の体制整備 

子育て中の保護者へのアンケートによると、本市では、6割を超える子育て家庭が共

働き世帯であり、また、過去のアンケートと比較して、幼児教育・保育施設の整備のニ

ーズが一層高まっています。 

子ども・子育て支援制度が発足して10年が経過する中で、認定こども園など、就学前

の教育・保育の量の確保が図られましたが、新制度である「こども誰でも通園制度」（乳

児等通園支援）も含め、待機児童対策、就学前の教育・保育や地域子ども・子育て支援

サービスなどの充実を図り、子育て家庭の多様な保育ニーズに応える必要があります。 

 

泉大津市の状況 必要な対策 

☆6割を超える家庭が共働き世帯 

☆幼児教育・保育施設の整備のニーズが高まっている

（R1：21.7％→R5：42％） 

→待機児童対策として、幼児教育・保

育の環境整備や一時預かりなど子

育て家庭の多様な保育ニーズに応

える必要がある。 
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（３）経済的負担の軽減 

子育て中の保護者へのアンケートによると、子育ての費用負担に35％の保護者が悩

んでおり、小中学生や若者へのアンケートでも「家のお金のこと」に悩んでいるこども・

若者がみられる状況です。 

経済的支援をめぐっては、「幼児教育・保育の無償化」をはじめ、様々な施策を展開

していますが、安心してこどもを産み育てることができるよう、更なる負担軽減が求め

られます。また、「こどもの貧困」に関する法制度改革も進んでおり、個々の実情に応

じて支援を進める必要があります。 
 

泉大津市の状況 必要な対策 

☆子育ての費用負担に35％の保護者が悩んでいる。 

☆「家のお金のこと」に悩んでいるこども・若者が多い。（小

中学生アンケート15％、若者アンケート48％） 

→安心してこどもを産み育てること

ができるよう、子育てにかかる経済

的負担の軽減が求められる。 

→こどもの貧困は様々な要因が絡ん

だ問題であり、個々の実情に応じた

支援が必要である。 

 

（４）居場所の充実 

子育て中の保護者へのアンケートや、小中学生へのアンケート・インタビューでは、

公園や遊び場に対して、非常に高いニーズがみられました。また、小中学生や若者への

アンケートでは、自分に自信が持てなかったり、孤独感を感じているケースや、ひきこ

もりの状況も明らかとなりました。 

コロナ禍をきっかけに、孤独・孤立状態におちいる人は少なくなく、地域の中で、無

料や廉価でゆったりと時間を過ごせ、多世代で交流できる「居場所」の必要性が高まっ

ています。不登校、ひきこもりなどの課題に対しても、対話を増やし、人のつながりを

つくっていくことで、解決を目指すことが求められます。 

 

泉大津市の状況 必要な対策 

☆保護者もこどもも、公園や遊び場のニーズが高い。 

☆こども・若者の「居場所」に多様なニーズがある。 

☆自分に自信が持てなかったり、孤独感を感じているこど

も・若者がいる。 

☆ひきこもり状態のこども・若者がいる 

（若者アンケートでは４％）。 

→公園や遊び場を含め、こどもや子育

て中の保護者の「居場所」の充実を

図る必要がある。 

→学校園・家庭・地域のつながりづく

りを一層進め、こども・若者と地域

住民との対話を増やしていくこと

が期待される。 
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（５）ヤングケアラーへの支援の推進 

小中学生や若者へのアンケートでは、家族のお世話を何時間も行っているヤングケア

ラーの状態にあるこども・若者がいることが明らかになりました。ヤングケアラーにつ

いては、本市においても、実態把握を行うとともに、個々の実情に応じた重層的な支援

に取り組んでいく必要があります。 

 

泉大津市の状況 必要な対策 

☆家族のお世話を何時間も行っているヤングケアラーの状

態にあるこども・若者がいる。 

（若者アンケートでは2.7％） 

→ヤングケアラーの実態把握と重層

的な支援に取り組んでいく必要が

ある。 

 

（６）こどもの意見の尊重 

小中学生へのインタビューでは、大人の価値観を押しつけるのではなく、対話を大事

にして、こどもであっても一個人として尊重してほしい、といった意見が多く出されま

した。このことは、こども基本法の本旨であり、こどもの意見を聴き、施策に反映して

いく仕組みづくりを進めていく必要があります。 

 

泉大津市の状況 必要な対策 

☆大人には「一個人として認め、対話を大事にしてほしい」

（中学生インタビューから）。 

→こどもの意見を反映させる取組を

推進する必要がある。 
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第３章  基本理念・施策体系 

１．基本理念 

本市では、子育てに喜びや楽しみを持ち、安心してこどもを生み育てることができる

地域づくりを進めるため、エンゼルプラン、次世代育成支援行動計画、子ども・子育て

支援事業計画と子育てに関する計画・施策を引き継いできました。 

直近の「いずみおおつ子ども未来プラン」（第一期・第二期子ども・子育て支援事業

計画）では、「～“笑顔で育ち育てられるまち”をめざして～すべての子どもがたくま

しく育つ、みんなで子育てを応援するまち・泉大津」を基本理念に据え、「すこやかな

子どもの育ちと自立を育む」、「すべての子育て家庭を応援する」、「子育てにやさし

い地域社会を育む」の３つの視点に立って、施策を推進してきました。 

「第三期いずみおおつ 子ども未来プラン」（第１期こども計画）では、この基本理念

を継承・発展させるため、「“こどもまんなか”のまち」という理念を加えるとともに、

「成長過程を通じた切れ目のない支援」、「官民連携・市民共創によるこども・若者の

育成」の２つの視点に立って施策を推進します。 

こども・若者の生活と権利を最大限に尊重し、地域ぐるみで妊娠・出産期から学童期、

青年期に至るまでの育ちを切れ目なく支援することにより、『こどもまんなか社会』の

実現を目指していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

笑顔で育ち育てられる“こどもまんなか”のまちをめざして 

すべての子どもがたくましく育つ、みんなで子育てを応援するまち・泉大津 

成長過程を通じた 

切れ目のない支援 

基本理念 

視点１ 視点２ 

官民連携・市民共創による 

こども・若者の育成 
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２．計画の視点 
 

 

妊娠・出産から乳幼児期の健やかな成長、保幼小中の教育・保育の円滑な接続、思春

期から大人になる段階の心身の健康といった重要な政策課題に対し、年齢区分により取

組が断絶するのではなく、適切なフォローアップが図れるよう、「成長過程を通じた切

れ目のない支援」の視点に立ち、施策を推進します。 
 

 

本市では、様々な社会課題や地域課題を解決するため、地域団体やボランティア団体

など市民の皆さんとともに取り組むとともに、また、ＮＰＯ、社会起業家などを含む様々

な技術やノウハウを持つ民間事業者と、まちづくりの幅広い分野で連携を積極的に進め

ています。こども・若者の育成においても、こうした「官民連携・市民共創」の視点に

立ち、施策を推進します。 

３．基本目標・主要施策 

基本理念を実現するため、３つの基本目標と 13 の主要施策を設定します。 

基本目標１ こどもが健やかに成長する社会を目指します  

妊娠・出産期から、乳幼児期、学童期、青年期と、こども・若者の成育過程では、様々

な課題を乗り越えることが必要です。保護者にとっても、子育て期は、大きな不安を抱

える毎日です。一方、こどもが様々な遊びや学び、体験を通じて成長し、社会に出てい

くことは、関わるすべての人々の喜びであり、財産です。 

すべてのこども・若者は自身の置かれている状況に関わらず、身体的・精神的・社会

的に将来にわたって幸せな状態（ウェルビーイング）で、健やかに暮らす権利を保障さ

れなければなりません。このため、様々な関係者が、親身に寄り添いながら、年齢・発

達段階に応じて切れ目なく包括的な相談支援を行い、健康をサポートし、未来を担う人

材を社会全体で育みます。 

 

 

 

 

 

〔主要施策〕 

１ こども・若者の権利の保障 

２ 寄り添う相談支援の推進 

３ 豊かな心を育む教育・保育の推進 

４ 成育過程を通じた健康づくりの推進 

５ 生きる力を育む食育の推進 

６ こども・若者育成支援の推進 

視点１ 成長過程を通じた切れ目のない支援 

視点２ 官民連携・市民共創によるこども・若者の育成 
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基本目標２ すべての子育て家庭を応援します  

共働き家庭や、夜勤・長期出張など不規則な勤務形態の保護者、障がいのあるこども、

ひとり親家庭、生活困窮家庭、海外につながる家庭など、こどもや保護者の心身の状況

や置かれる環境は多岐にわたります。また、核家族化の進展や地域のつながりの希薄化

などにより、こどもを授かるまで、乳幼児と触れ合う経験が乏しいままに、親になるこ

とが増えており、祖父母や近隣の人からの支援、協力を得ることも難しい状況がありま

す。 

このため、すべての子育て家庭が、必要なときに、必要な制度・サービスを受けるこ

とができるよう、国・大阪府・その他公的機関や民間による制度・サービスの充実を働

きかけるとともに、泉大津市として、市民ニーズに基づく独自のサービスの創設・拡充

を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標３ 安心して子育てができる環境をつくります  

アンケートやインタビューでは、家族や友人とゆったり時間を過ごせる「居場所」に

高いニーズがみられました。また、こども・若者や子育て中の保護者は、事故や犯罪、

災害に対して弱い立場にあり、生活の様々な場面で悩みを持ったり、孤立感を感じてい

るケースも少なくありません。 

子育て世帯の多くが核家族であるため、家庭内で男性と女性が共に子育てに協力しあ

い、地域で支えあいながら見守りや支援を行っていくことが重要であり、自治会などの

地域コミュニティやＮＰＯなどの協力のもと、こども・若者や子育て中の保護者が地域

の人々と密に交流することで、安心して子育てができる環境づくりを進めます。 

  

〔主要施策〕 

７ 多様な支援制度・サービスによる子育ての応援 

８ 障がいのあるこどもへの支援の充実 

９ ひとり親家庭支援の推進 

10 こどもの貧困対策の推進 

11 日本語のサポートが必要なこどもと家庭への支援 

〔主要施策〕 

12 子育てしやすいまちづくり 

13 子育てにやさしい生活環境づくり 
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基本目標 主要施策 個別施策

 

　

安

心
し

て
子

育
て

が

で
き

る
環

境
を

つ

く
り

ま
す

12  子育てしやすい

　まちづくり

（１）わかりやすい情報提供の推進

（２）こども・若者の成長を支える

　　　地域環境づくり

（３）男女共同参画による子育ての推進

13 子育てにやさしい

　 生活環境づくり

（１）子育てにやさしい住環境づくり

（２）就業支援の推進

（２）防犯・交通安全の推進

（３）危機管理対策の推進

視点

（１）状況把握と相談支援の推進

（２）こどもの居場所づくり

（３）就業や生活への支援の推進

（３）生活支援の推進

（４）養育費確保と面会交流支援の推進

10 こどもの貧困対策の推進

〔こどもの貧困対策計画〕

成
長

過
程

を
通

じ
た

切
れ
目

の
な

い
支

援

官

民
連

携
・

市
民

共
創

に
よ

る
こ

ど
も

・
若

者
の

育
成

（２）ひきこもり防止と居場所づくり

（３）ヤングケアラーへの支援の推進

（２）学校教育の推進

（３）放課後の居場所づくりの推進

す
べ

て
の

子
育

て
家

庭
を

応
援

し
ま

す

７ 多様な支援制度・サービス

　による子育ての応援

（１）多様な交流機会づくり

（２）多様な保育ニーズへの対応

（３）学童期・思春期の食育の推進

５ 生きる力を育む食育の推進
（１）妊娠・出産・乳幼児期の食育の推進

（２）学童期・思春期の食育の推進

６ こども・若者育成支援の推進

〔こども・若者育成支援計画〕

（１）学童・就業の再チャレンジの支援

４ 成育過程を通じた

　　健康づくりの推進
　〔成育医療等に関する計画〕

（１）妊娠・出産期の健康づくりの推進

こ

ど
も

が
健

や
か

に
成

長
す

る
社

会
を

目
指

し
ま

す

（３）政策形成過程へのこどもの意見の反映

２  寄り添う相談支援の推進
（１）母子保健・児童福祉に関する相談支援の推進

１ こども・若者の権利の保障

（１）児童虐待防止の推進

（２）学齢期の相談支援の推進

３ 豊かな心を育む教育・保育

　の推進

（１）就学前教育・保育の環境づくり

（２）乳幼児期の健康づくりの推進

（２）こどもの人権・権利を尊ぶまちづくりの推進

（３）経済的な負担の軽減

８ 障がいのあるこどもへの
　支援の充実

（１）療育・発達支援の充実

（２）「インクルーシブ教育・保育」の理念を

　　　　踏まえた教育・保育の推進

（３）福祉サービスの充実

11 日本語のサポートが必要な
　 こどもと家庭への支援

（１）情報提供や相談、行政手続きの

　　　場面での配慮

（２）教育・保育における配慮

９ ひとり親家庭支援の推進

〔ひとり親家庭自立促進計画〕

（１）必要な支援につながる相談支援の推進

４．施策体系 

施策体系は以下のとおりです。 

施策体系 
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第４章  こども施策の総合的な展開 

基本目標１ こどもが健やかに成長する社会を目指します  

▮主要施策１ こども・若者の権利の保障 

こども基本法では、児童の権利に関する条約の考え方をふまえ、「差別の禁止と基本

的人権の尊重」、「適切に育てられる権利の保障」、「意見表明や社会参画の機会の保

障」といった基本理念が掲げられています。 

こども基本法やこどもの権利条約の趣旨や内容を広く周知し、地域全体で共有を図る

とともに、児童虐待の早期発見と発生予防施策など、こども・若者の権利を守る施策を

推進します。 

 

（１）児童虐待防止の推進 

虐待を受けているこどもをはじめとする要保護児童・要支援児童を早期に適切に保

護・支援するため、本市では、要保護児童対策地域協議会を運営し、関係機関がそのこ

ども等に関する情報や考え方を共有し、協力して保護・支援を進めています。 

今後も、見守り活動や相談活動により早期に発見し、必要な支援につなげていきます。 

 

〔主な事業〕 

◆要保護児童対策地域協議会（子育て応援課） 

 

（２）こどもの人権・権利を尊ぶまちづくりの推進 

「泉大津市人権を尊ぶまちづくり条例」に基づき、学校園や生涯学習の場において、

すべての人の人権を尊ぶ人権教育・人権学習を推進し、あらゆる差別のない住みよいま

ちづくりを進めます。 

こどもの権利については、こども基本法や「児童の権利に関する条約」の理念に基づ

き、自治体として個別に擁護体制を築くための制度について、調査研究を進めます。 

 

〔主な事業〕 

◆人権啓発の推進（人権くらしの相談課） 

◆人権教育・人権学習の推進（こども育成課・指導課・生涯学習課） 

◆こどもの権利の擁護に関する制度の調査研究の推進（こども政策課） 
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（３）政策形成過程へのこどもの意見の反映 

こどもの意見を聴き、政策に反映することは、ニーズに沿った施策展開のために望ま

しいだけでなく、自分たちの声によって社会に変化をもたらすという経験を通して、社

会の一員としての主体性を高めることにもつながります。 

このため、市政の推進に当たって、可能な限り、こどもの意見を聴く機会の確保に努

めるとともに、意見反映の状況や、反映が難しい場合にはその理由を含め、反映のプロ

セスをわかりやすくフィードバックしていきます。 

 

 

計画案に対するこども・若者への意見聴取について 

 

こどもの意見を聴き、政策に反映する一つの取組として、本計画の素案が出来た段

階で、「やさしい概要版」を作成して、意見募集を行いました。 

小中学校の協力により、児童・生徒に周知し、123 件（回答率約４％）の意見をい

ただきました。 

内訳は、概要版の内容を評価する意見 25件、概要版の重点項目に関する意見が 46

件、その他まちづくりへの思いが 33 件ありました。また、よくわからないが 6 件、

未記入が 13 件でした。 

 

〔主な意見の例〕 

◇こどもが中心となって、市のことを進めることは、魅力的だと感じま

した。私個人としては、選挙に関する関心をもっと若者にも持ってほ

しいと思います。（中学３年生） 

◇こんなプランを考えてくれているんだなあと思いました。友達と安心

して話せる場所を作ろうという案があって、私もそういうところがほ

しいと思っていたので、良いと思いました。（小学５年生） 
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こども・若者へのフィードバックで使用した「やさしい概要版」 
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▮主要施策２ 寄り添う相談支援の推進 

命を育み、成長を促す子育ての営みは、日々、不安の連続です。妊娠期から大人にな

るまで、適切な時期に、必要な支援を受けながら、自信を持って子育てを行い、こども

が健やかに成長できるよう、関係者・関係機関が連携し、寄り添う相談支援を推進しま

す。 

 

（１）母子保健・児童福祉に関する相談支援の推進 

妊娠期からの乳幼児期にかけての健康や発達、子育てに関する相談は、健診時や乳児

家庭全戸訪問時（こんにちは赤ちゃん訪問）、地域子育て支援センター・おやこ広場の

利用時、保育所・幼稚園・認定こども園の利用時など、様々な場で行われます。 

「泉大津市こども家庭すこやかセンター」を中心に、相談に関わる関係者・機関が「コ

ンシェルジュ会議」等で連携し、特に支援が必要な方にサポートプランを作成し、伴走

的に支援するなど、妊娠期からの母子保健・児童福祉に関する切れ目のない相談支援を

推進します。 

 

〔主な事業〕 

◆泉大津市こども家庭すこやかセンター（子育て応援課） 

◆泉大津市立児童発達支援センター（子育て応援課） 

◆児童家庭相談（子育て応援課） 

◆利用者支援事業【地】（こども政策課） 

◆「わたしノート」（個別の発達支援サポートブック）の活用（子育て応援課・ 障が

い福祉課・指導課） 

◆「コンシェルジュ会議」（こども育成課・子育て応援課・こども政策課） 

◆要保護児童対策地域協議会（子育て応援課）【再掲】 

 

（※【地】は、地域子ども子育て支援事業等のメニューで、第 5 章２に「利用量の見込

みと確保方策」を記載しています。以下同じ。） 
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（２）学齢期の相談支援の推進 

主に学齢期のこどもと保護者の相談先は、通学する学校園所の教職員やスクールソー

シャルワーカー等の専門職、児童発達支援センター等の専門職、仲よし学級の支援員、

さらには主任児童委員などの地域の人々も含め、多岐にわたります。教育委員会では、

「泉大津市教育支援センター」を運営し、来所や訪問での相談を受けるほか、「家庭教

育支援サポーター」による「訪問型家庭教育支援活動」も行っています。 

学校園所や家庭での人間関係の悩みから、発達上の心配、不登校、いじめ・虐待など、

様々な課題をもつこども・保護者に対し、関係機関が連携し、一人ひとりに寄り添う相

談支援を推進します。 

 

〔主な事業〕 

◆泉大津市教育支援センターの運営（教育相談・家庭教育支援等）（教育支援センタ

ー） 
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▮主要施策３ 豊かな心を育む教育・保育の推進 
 

保育所・幼稚園・認定こども園・小中学校における教育・保育は、こどもの健全な心

身の発達を図りつつ、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものです。 

保育士などの人材の確保・育成に努め、家庭・学校園所・地域が連携し、地域ぐるみ

で、生きる力を育む教育・保育を推進します。 

（※学校教育の詳細は、「泉大津市教育振興基本計画」に記載しています。） 

 

（１）就学前教育・保育の環境づくり 

保育所・幼稚園・認定こども園では、保育士などの人材の確保・育成に努め、身近な

体験を通した人や自然を大切にする心を育てる教育・保育を推進するとともに、低年齢

からの受け入れや長時間の保育など、仕事と子育ての両立をかなえる体制の確保に努め

ます。 

 

〔主な事業〕 

◆保育所・幼稚園・認定こども園の人材育成・提供体制確保（こども育成課・指導課） 

◆就学前教育・保育施設の再編（こども育成課） 

 

（２）学校教育の推進 

学校教育では、「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」をバランスよく育てると

ともに、変化の激しい社会を生き抜くため、自ら学び、自ら考え、主体的に判断、行動

し、問題を解決する資質や能力の育成を図ります。 

また、就学前から小学校、小学校から中学校へと成長していく中で、目指すこども像

を共有し、就学前小中学校 15 年間の連続性や発展性のある学びを推進するとともに、

学校と地域の協働活動による地域ぐるみの教育を推進します。 

 

〔主な事業〕 

◆幼保認小接続期プログラム（いちご接続期プログラム）の推進（こども育成課・指

導課） 

◆小中一貫教育の推進（指導課） 

◆コミュニティ・スクール、地域学校協働活動の推進（指導課・教育政策課・スポー

ツ青少年課・生涯学習課） 
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（３）放課後の居場所づくりの推進 

本市では、小学生の放課後の居場所として、すべての小学校で週２回開設している３

～６年生の自主学習の場である「学びっ子支援ルーム」、就労等で保護者が昼間、家庭

にいないこどもの居場所である「仲よし学級」、地域住民の協力を得て体験活動などを

行う「放課後子ども教室」があります。「こども食堂」や図書館・公園などの公共施設

で過ごすこどもたちもいます。 

こどもたちが、放課後を安心・安全に過ごし、多様な体験や活動ができるよう、これ

らの居場所の環境づくりを進めます。 

 

〔主な事業〕 

◆学びっ子支援ルームの運営（教育支援センター） 

◆仲よし学級の運営（スポーツ青少年課） 

◆放課後子ども教室の運営支援（スポーツ青少年課） 

◆こどもの居場所づくり事業（こども食堂の運営支援）（こども政策課） 
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▮主要施策４ 成育過程を通じた健康づくりの推進 

すべてのこどもの健やかな成長発達と保護者の健康維持・増進に向けて、妊娠・出産

期からの、こどもの成長に応じた切れ目のない健康づくり支援を進めます。 

 

（１）妊娠・出産期の健康づくりの推進 

妊娠・出産期は、妊婦の心身の状況が日々変化するとともに、赤ちゃんの健康への影

響も大きい時期です。 

この時期は、妊婦は、妊婦健康診査や実際に出産を行う医療機関との関わりが中心で

すが、市では、母子健康手帳の交付時に妊婦とつながり、健康上の課題がある方を中心

に、安全安心な出産に向けて指導・支援を行っていきます。 

また、両親教室（たまごくらす）では、産後の子育てを両親で協力して行うことを啓

発し、そのきっかけづくりを行います。 

さらに、泉大津市立周産期小児医療センターにおいて、救命救急への対応、ハイリス

ク妊娠に対する医療、高度な新生児医療等の体制確保に努めていきます。 

 

〔主な事業〕 

◆泉大津市こども家庭すこやかセンター（子育て応援課）【再掲】 

◆母子健康手帳の交付（子育て応援課） 

◆妊婦健康診査（費用助成）【地】（子育て応援課） 

◆両親教室（たまごくらす）（子育て応援課） 

◆産婦健康診査（費用助成）（子育て応援課） 

◆妊婦・産婦への相談支援・訪問指導（子育て応援課） 

◆養育支援訪問事業【地】（子育て応援課） 

◆子育て世帯訪問支援事業【地】（子育て応援課） 

◆マタニティ歯科健診（子育て応援課） 

◆産後ケア事業（子育て応援課） 

◆マタニティ応援プロジェクト（金芽米の贈呈）（子育て応援課） 

◆周産期小児医療センターの運営（周産期小児医療センター） 

◆妊娠８か月面談（子育て応援課）  
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（２）乳幼児期の健康づくりの推進 

乳幼児期は、身体発育、精神・運動発達が顕著である一方、様態の急変など、疾病・

異常を来たしやすい時期です。 

市では、乳児家庭全戸訪問（こんにちは赤ちゃん訪問）事業、７か月児訪問ギフト事

業（にこにこベビー訪問事業）により、乳児・養育者と関わりを持ち、乳幼児健診、予

防接種により、継続的な健康状態の把握と疾病等の早期発見に努めます。また、育児相

談、離乳食講習会などを通じ、育児に関する情報提供、技術の伝達を図るとともに、愛

着の形成や不安・悩みの軽減につなげていきます。各種講座等の開催に当たっては、あ

しゆびや体幹バランスを鍛える活動を積極的に採り入れていきます。 

心身の発達に支援が必要な乳児・養育者に対しては、養育支援訪問事業などを通じて

経過観察・伴走支援に努めるとともに、医療機関の受診や専門療育等の利用を勧め、チ

ームで発育・発達を支援していきます。 

また、乳幼児期は歯と口の健康づくりにとっても重要な時期であり、歯科健診・歯科

相談をきめ細かく実施するとともに、かかりつけ歯科医での定期的な健康管理を働きか

けていきます。 

 

〔主な事業〕 

◆乳児家庭全戸訪問（こんにちは赤ちゃん訪問）事業【地】（子育て応援課） 

◆予防接種事業（子育て応援課） 

◆４か月児健診（子育て応援課） 

◆１歳６か月児健診（子育て応援課） 

◆２歳児歯科健診（子育て応援課） 

◆２歳 6 か月児歯科健診・育児相談会（子育て応援課） 

◆３歳児歯科健診（子育て応援課） 

◆３歳児健診（子育て応援課） 

◆育児相談・発達相談・栄養相談・歯科相談（子育て応援課） 

◆養育支援訪問事業【地】（子育て応援課） 

◆７か月児訪問ギフト事業（にこにこベビー訪問事業）（子育て応援課） 

◆離乳食講習会（ベビーＣooking）（子育て応援課） 

◆ほっとひと息サロン「まんま」（子育て応援課） 

◆子育て世帯訪問支援事業【地】（子育て応援課） 

◆あしゆびプロジェクト（こども政策課、こども育成課） 
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（３）学童期・思春期の健康づくりの推進 

学童期・思春期は、いわゆる第二次性徴など、体や心の発達・変化が著しい時期であ

り、この時期の健康の課題が、生涯の健康づくりに様々な影響を及ぼすと言われていま

す。 

このため、学校保健や地域保健において、「早寝早起き朝ごはん運動」をはじめ、栄

養・食生活や運動等の生活習慣の形成のための健康教育を推進します。 

また、発達段階に応じ、飲酒・喫煙・薬物の乱用防止教育を進めるとともに、性に関

する正しい知識の普及に努めます。 

 

〔主な事業〕 

◆学校保健事業（学校健診の実施、食育・口腔衛生、飲酒・喫煙・薬物の乱用防止、

性に関する正しい知識、メンタルヘルスなどの健康教育の推進）（教育政策課・指

導課） 

◆学校給食を通じた食育の推進（教育政策課・指導課） 

◆泉大津市立総合体育館のスポーツ教室（スポーツ青少年課） 
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▮主要施策５ 生きる力を育む食育の推進 

こどもの「食べる力」は「生きる力」であり、「食」は、こどもが健やかに成長し、

生涯にわたっていきいきと暮らすための基礎となります。 

未来を担うこどもやこれから生まれてくる命を健やかに育み、心身ともに健康に成長

するため、有機食材や減農薬など、安心・安全な食の取組を推進します。 

 

（１）妊娠・出産・乳幼児期の食育の推進 

妊娠・出産期は、お母さんの体調管理と赤ちゃんの必要な栄養素の摂取のため、食事

に気をつけることが非常に重要であり、家庭訪問、健診など母子保健事業の場面で、一

人ひとりにふさわしい個別指導を継続的に進めるとともに、マタニティ応援プロジェク

トなどを通じて、食に対する意識醸成に努めます。 

乳幼児期は、保育所・幼稚園・認定こども園等において、白米より栄養価の高い金芽

米や発酵食品、オーガニック食材、旬の食材の使用など、健康な体づくりにつながる和

食中心の安全・安心でおいしい給食の提供に努めるとともに、好き嫌いの克服など、日々

の食事でのこどもの成長段階にあわせた指導・支援に努め、収穫・調理体験など「食」

にふれる機会を通して、食への関心、食べる意欲を育てていきます。 

 

〔主な事業〕 

◆マタニティ応援プロジェクト（金芽米の贈呈）（子育て応援課）【再掲】 

◆保育所・幼稚園・認定こども園等での食育の推進（こども育成課） 

   

（２）学童期・思春期の食育の推進 

学童期・思春期は、栄養の偏りや食生活の乱れから、肥満や過度のやせ、小児生活習

慣病といった健康問題が生じやすい時期であり、食べることの楽しさや大切さを、日々

の活動を通して伝えていくことが重要です。 

このため、学校においては、白米より栄養価の高い金芽米や発酵食品、オーガニック

食材、旬の食材の使用など、健康な体づくりにつながる和食中心の安全・安心でおいし

い給食の提供に努めるとともに、授業や課外活動の中で、食の体験を深め、食の世界を

広げる取組を進めていきます。 
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また、地域においても、親子で取り組む食の体験活動「わくわく食育体験」や「親子

みそ作り教室」、青・壮年期の食育講座「ベジたん料理教室」、夏休みの「はじめてク

ッキング」などにより、子育て家庭やこども・若者の食育の推進に努めます。 

 

〔主な事業〕 

◆有機米など体にやさしい食材を取り入れた給食の推進（教育政策課・こども育成課） 

◆子育て家庭やこども・若者への食育の推進（健康づくり課） 
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▮主要施策６ こども・若者育成支援の推進 

若者の個性や多様性が尊重され、尊厳が重んぜられ、自己肯定感を持ち、自分らしく、

一人ひとりが思う幸福な生活ができるよう、従前からの教育、福祉、雇用といった分野

ごとの取組に「思春期・青年期の若者の育成支援」という視点を加え、分野横断的な取

組を進めます。 

 

（１）学業・就業の再チャレンジの支援 

「６・３・３・４年の単線型の就学制度と新卒採用を重視する雇用慣行」に対して前

向きになれず、不登校や学校中退、ニートの状態にあるこども・若者が、再び、学習や

就業等にチャレンジしていけるよう、関係者・関係機関が連携しながら、複合的な課題

の把握に努めるとともに、専門職によるカウンセリングやアウトリーチによる家庭教育

支援、居場所の提供、就業準備支援など、伴走支援を粘り強く推進します。 

 

〔主な事業〕 

◆泉大津市教育支援センターの運営（教育相談・家庭教育支援等）（教育支援センタ

ー）【再掲】 

◆適応指導教室「スマイルステーション」・校内適応指導教室の開設（指導課） 

◆「泉大津市地域就労支援センター」の運営（人権くらしの相談課） 

 

（２）ひきこもり防止と居場所づくり 

若者のひきこもりは、試験や就職の失敗、対人関係のストレスなどの体験に、本人の

気質や発達の状況、家庭の状況などが複合的にからみあって生じると考えられますが、

長期間に及ぶと、本人自身にも、周囲の人々や地域社会にとっても社会的損失であるた

め、「大阪府ひきこもり地域支援センター」、「泉州地域若者サポートステーション」

など関係機関と連携しながら、また、市においても多部局が連携し、つながりの回復や

社会的役割の獲得に向けた支援を推進していきます。 

 

〔主な事業〕 

◆生活困窮者自立支援事業による「ひきこもり相談」の実施（福祉政策課） 

◆重層的支援体制整備事業による「参加支援」・「地域づくり支援」（福祉政策課） 

◆「泉州地域若者サポートステーション」（ＮＰＯ法人おおさか若者就労支援機構）

の活動支援（人権くらしの相談課） 
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◆泉大津市孤独・孤立対策ポータルサイトの運営（福祉政策課） 

◆泉大津市こころの LINE 相談（福祉政策課） 

◆泉大津市みんなの居場所づくり事業（福祉政策課） 

 

（３）ヤングケアラーへの支援の推進 

ヤングケアラーは、一般に、大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日

常的に行っている 18 歳未満のこどもとされています。 

保護者がこどもの権利を侵害しているという意識が希薄であったり、こども自身も自

らをヤングケアラーと認識できず、相談につながりにくかったりするといった課題があ

ります。 

このため、各小中学校の教職員やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカ

ー、地域の民生委員・児童委員などが連携し、対象家庭の状況把握や見守り、生活に対

する助言等に努めるとともに、物理的・心理的負担を軽減するため、家事援助など既存

の福祉サービスの利用などにつなげていきます。 

また、市独自のヤングケアラー支援事業の必要性について、検討を進めていきます。 

 

〔主な事業〕 

◆ヤングケアラーについての周知・啓発（こども政策課） 

◆重層的支援体制整備事業（福祉政策課） 
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基本目標２ すべての子育て家庭を応援します       

▮主要施策７ 多様な支援制度・サービスによる子育ての応援 

就業や生活スタイルの多様化や、地域のつながりの希薄化などにより、子育てに積極

的に取り組む家庭がある一方で、子育てに不安や負担感をもち、地域から孤立しがちな

家庭もあります。 

子育て家庭を取り巻く環境が変化する中、子育て当事者が、健康で自己肯定感とゆと

りを持って、こどもに向き合えるよう、多様な支援制度・サービスの充実に努めます。 

 

（１）多様な交流機会づくり 

子育て家庭が地域で孤立せず、様々な支援をスムーズに受けられるように、親子のふ

れ合いを促進する事業や子育て家庭同士の交流や情報交換の場づくりなどを推進しま

す。 

 

〔主な事業〕 

◆地域子育て支援拠点事業（地域子育て支援センター・おやこ広場）【地】（こども

政策課・こども育成課） 

◆子育てサークルの育成・活動支援（こども政策課） 

◆親学習の実施（指導課・生涯学習課） 

 

（２）多様な保育ニーズへの対応 

家庭での保育が一時的にできなくなった時のセーフティネットとして、既存の一時預

かり保育、緊急一時預かり保育、病児・病後児保育、子育て短期支援事業ファミリー・

サポート・センターの提供体制の確保と利用促進を図るとともに、就労要件を問わず、

３歳未満児を保育所などで受け入れる「こども誰でも通園制度」を実施し、多様な保育

ニーズへの対応強化を図ります。 

 

〔主な事業〕 

◆こども誰でも通園制度 

◆一時預かり保育【地】（こども育成課） 

◆緊急一時預かり保育（こども育成課） 

◆ファミリー・サポート・センター【地】（こども政策課） 
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◆病児・病後児保育【地】（こども育成課） 

◆子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ）【地】（子育て応援

課） 

 

（３）経済的負担の軽減 

子育てに関する負担軽減を図るため、児童手当など、国・大阪府等の制度に基づく経

済的支援を行うとともに、７か月児訪問ギフト事業（にこにこベビー訪問事業）など、

市独自の制度の充実に努めます。 

 

〔主な事業〕 

◆マタニティ応援プロジェクト（子育て応援課）【再掲】 

◆７か月児訪問ギフト事業（にこにこベビー訪問事業）（子育て応援課）【再掲】 

◆児童手当（子育て応援課） 

◆児童扶養手当（子育て応援課） 

◆妊婦のための支援給付（子育て応援課） 

◆国民健康保険の出産育児一時金制度（保険年金課） 

◆生活困窮者の入院出産費用の助成（助産施設入所制度）（子育て応援課） 

◆国民健康保険の不妊治療保険給付（保険年金課） 

◆就学前教育・保育の実費徴収に係る補足給付（こども育成課） 

◆小中学校の就学援助（指導課） 

◆特別支援教育就学奨励費助成（指導課） 

◆こども医療費助成（子育て応援課） 

◆ひとり親家庭医療費助成（子育て応援課） 

◆自転車用ヘルメットの購入助成（土木課） 

◆幼児 2 人同乗用自転車の購入助成（環境課） 
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▮主要施策８ 障がいのあるこどもへの支援の充実 

障がいのあるこどもが抱える課題やニーズは多様化しており、一人ひとりの障がいの

特性や、取り巻く環境に応じた個別的な支援が必要です。 

障がいや発達上の課題の早期発見・早期療育を図るとともに、「インクルーシブ教育・

保育」の理念をふまえた教育・保育の推進、一人ひとりの特性に沿ってライフステージ

ごとに能力を伸ばす福祉サービスの推進に努めます。 

とりわけ、医療的ケア児が必要な支援を受けながら在宅生活を継続できるよう、学校

園や福祉サービスでの受け入れ体制の確保に努めます。 

（※障がい児支援施策の詳細は「泉大津市第５次障がい者計画」に、サービスの見込み

量などの詳細は「泉大津市第 7 期障がい福祉計画・第 3 期障がい児福祉計画」に、

学校教育の詳細は「泉大津市教育振興基本計画」に記載しています。） 

 

（１）療育・発達支援の充実 

乳幼児健診や発達相談、保育所・幼稚園・認定こども園での教育・保育などにおいて、

発達上の課題がみられるこどもを早期に発見するとともに、困りごとの解決や将来の自

立・社会参加に向けた療育・発達支援の利用を促進していきます。 

療育・発達支援では、こどもとのより良い関わり方を学ぶ「ペアレントトレーニング」

などを通じた親支援を進めるとともに、「わたしノート」等を活用し、保護者と支援機

関間、支援機関同士の継続的な関係づくりに努めます。 

また、令和５年４月に開設した泉大津市立児童発達支援センターでは、発達に遅れや

支援の必要な子どもとその家族等を対象に、心身の健やかな成長と、日常生活や社会生

活を円滑に過ごすことができるよう支援します。また、地域の児童発達支援の中核的な

役割として、保育所や幼稚園、児童発達支援事業所など、発達支援を必要とするこども

が通う地域の機関と連携し、支援の充実を図ります。 

 

〔主な事業〕 

◆発達相談（子育て応援課） 

◆「わたしノート」（個別の発達支援サポートブック）の発行（子育て応援課・ 障が

い福祉課・指導課） 

◆泉大津市立児童発達支援センター（子育て応援課）【再掲】 
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（２）「インクルーシブ教育・保育」の理念をふまえた教育・保育の推進 

障がいの有無に関わらず、すべてのこどもたちが共に学びあい、遊ぶ「インクルーシ

ブ教育・保育」の推進に向けて、学校園所の教職員・保育士等の障がい・発達に関する

知識・技術の向上と意識の醸成に努めるとともに、特別の教育課程の充実、個別の指導

計画・個別の教育支援計画の策定・推進、必要な介助員・特別支援員等の配置、施設・

設備の障壁の解消に努めます。 

 

〔主な事業〕 

◆支援教育の推進（特別教育課程の充実・個別の指導計画・個別の教育支援計画の策

定・推進、巡回教育相談、就園・就学時発達相談、介助員等の配置）（指導課・こ

ども育成課） 

◆特別支援教育就学奨励費助成（指導課）【再掲】 

◆保育所・認定こども園における障がいのあるこどもの受け入れの推進（保育士等の

加配、保育所等訪問支援の推進等）（こども育成課） 

◆泉大津市立周産期小児医療センターの院内学級の設置（指導課） 

 

（３）福祉サービスの充実 

障がいのあるこどもが健やかに成長できるよう、また、家族の介助負担の軽減が図れ

るよう、障がい児相談支援、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅介護、短期入

所など、福祉サービスの提供体制の確保・充実に努めます。 

 

〔主な事業〕 

◆福祉サービスの提供体制の確保・充実（障がい福祉課） 
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▮主要施策９ ひとり親家庭支援の推進 

ひとり親家庭が抱える様々な課題や個別ニーズに対応するため、児童扶養手当

等による経済的支援のほか、各家庭の状況に応じて、就労支援、生活支援など、

必要な支援をきめ細かく進めます。  

 

（１）必要な支援につながる相談支援の推進 

ひとり親は、ひとり親であることによる悩みを相談しづらいことも多く、ひとり親支

援の専門職として市に配置している「母子・父子自立支援員」・「自立支援プログラム

策定員」をはじめ、地域の相談者である民生委員・児童委員や母子福祉推進員、母子保

健事業や家庭児童相談などで関わる職員が連携して、就業支援、子育てへの支援、生活

支援など様々な分野の制度を交えながら、ニーズに応じて必要なサービスにつなげ、継

続的にフォローしていきます。 

 

〔主な事業〕 

◆「母子・父子自立支援員」・「自立支援プログラム策定員」による相談支援の推進

（子育て応援課） 

 

（２）就業支援の推進 

ひとり親、特に母子家庭の母は、子育ての負担や就業経験、職業能力の不足などによ

り、働く意欲がありながら、就労できない方やパート・アルバイト等で働く方も多く、

低い賃金水準を余儀なくされており、就職・転職やキャリアアップの支援が重要です。 

このため、ハローワークなどの関係機関と、子育て応援課、「泉大津市地域就労支援

センター」（人権くらしの相談課）など関係部局が連携し、安定した就業につながるよ

う、就業スキルの向上やライフプランニング形成に向けた支援を推進します。 

 

〔主な事業〕 

◆ひとり親自立支援プログラム策定事業（子育て応援課） 

◆自立支援教育訓練給付金の支給（子育て応援課） 

◆高等職業訓練促進給付金の支給（子育て応援課） 

◆「泉大津市地域就労支援センター」の運営（人権くらしの相談課） 
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（３）生活支援の推進 

ひとり親家庭等の生活の安定と自立に向け、児童扶養手当をはじめとする経済的支援

制度をわかりやすく説明し、適正な活用につなげるとともに、保育所等の優先利用など、

保健福祉サービスによる生活支援の利用を促進していきます。 

住宅問題は、離婚直後に直面する大きな課題であり、府営住宅の福祉世帯向け募集や、

大阪府あんぜん・あんしん賃貸検索システムの案内等により、住宅確保を支援します。 

また、配偶者等からの暴力等様々な生活課題を抱える母子を母子生活支援施設へ保護

し、安全で安心した生活が送れるよう、継続的なフォロー支援を進めます。  

 

〔主な事業〕 

◆児童扶養手当（子育て応援課）【再掲】 

◆ひとり親家庭医療費助成（子育て応援課）【再掲】 

◆母子・父子・寡婦福祉資金の貸付（子育て応援課） 

◆養育支援訪問事業【地】（子育て応援課）【再掲】 

◆子育て世帯訪問支援事業【地】（子育て応援課）【再掲】 

◆居住の支援（福祉政策課） 

◆母子生活支援施設への保護（子育て応援課） 

 

  



 

 

58 

（４）養育費確保と親子交流支援の推進 

養育費の確保と親子交流は、こどもの重要な権利ですが、確実に実施されてはいない

現状があります。 

このため、こどもの最善の利益のために、親の責務を果たしていく重要性の社会への

啓発に努めるとともに、当事者に対して、離婚前・離婚直後から、養育費や親子交流の

取り決めと継続的な履行が確実に行われるよう、専門的な相談、伴走支援を進めます。 

 

〔主な事業〕 

◆法律相談等の実施（人権くらしの相談課） 

◆養育費の履行確保等支援事業（公正証書等の作成や手続きに係る支援、養育費保証

契約の締結支援等）（子育て応援課） 
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▮主要施策 10 こどもの貧困対策の推進 

わが国では、「貧困線」（等価可処分所得の中央値の半分）に満たない「相対的貧困

世帯」の 17 歳以下のこどもが１割以上にのぼります。 

こどもの貧困は、経済的な困窮にとどまらず、学習面や生活面、心理面など様々な面

において、こどものその後の人生に影響を及ぼします。こうした「貧困の連鎖」を断ち

切るため、子育てや貧困の問題を家庭のみの責任とするのではなく、地域全体で解決す

るため、状況把握と相談支援の推進、孤立防止、生活支援など総合的な取組を推進しま

す。 

 

（１）状況把握と相談支援の推進 

子育て世帯に限らない市民全体における生活困窮者の状況把握と相談支援は、福祉政

策課・市社会福祉協議会を窓口に、生活困窮者自立支援制度に基づいて行っています。 

子育て世帯の生活困窮の状況は、学校園所の教職員・保育士やスクールカウンセラー・

スクールソーシャルワーカー、地域子育て支援センター・おやこ広場・仲よし学級・児

童発達支援センター等の支援者、そのほか、地域の相談者である民生委員・児童委員、

母子福祉推進員などが把握しているケースが多く、関係者間でのケースワークを進めて

福祉ニーズを把握し、必要な支援につなげていきます。 

 

〔主な事業〕 

◆生活困窮者自立支援事業による「自立相談支援事業」（福祉政策課） 

◆こどもの貧困に関する相談支援の推進（子どもの貧困対策担当者会議等）（こども

政策課・指導課等） 

 

（２）こどもの居場所づくり 

放課後や休日の地域での居場所は、生活困窮家庭のこどもたちが、生活習慣、学習習

慣、人や社会と関わる力、自己肯定感など、生きる力を身につけるために重要です。 

ボランティアによって食事提供や学習支援などを行う「こども食堂」の一層の普及を

図るとともに、飲食店が利用客からの寄附によりこどもたちに食事を提供する、地域ぐ

るみでこどもの一食を日常的に支えるフードリボンプロジェクトを推進していきます。 

また、小学生の「学びっ子支援ルーム」、中高生の「子どもの学習支援事業」といっ

た学習支援事業を推進し、居場所での友人や地域住民とのつながりを通して、こどもの

貧困問題の解消を目指していきます。 
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〔主な事業〕 

◆こどもの居場所づくり事業（こども食堂の運営支援）（こども政策課）【再掲】 

◆フードリボンプロジェクトの普及啓発（こども政策課） 

◆学びっ子支援ルームの運営（教育支援センター）【再掲】 

◆生活困窮者自立支援事業による「子どもの学習支援事業」（中高生）（福祉政策課） 

 

（３）就業や生活への支援の推進 

生活困窮の状況にある子育て世帯の安定した生活に向けて、各種制度による経済的な

支援や、就業スキルの向上やライフプランニング形成に向けた支援、家事等の支援など

を行い、こどもの貧困の負の連鎖の解消を図っていきます。 

 

〔主な事業〕 

◆生活保護制度（生活福祉課） 

◆児童扶養手当（子育て応援課）【再掲】 

◆小中学校の就学援助（指導課）【再掲】 

◆生活困窮者自立支援事業による「住居確保給付金」（福祉政策課） 

◆生活困窮者自立支援事業による「就労準備支援事業」・「一時生活支援事業」・「家

計改善支援事業」（福祉政策課） 

◆「泉大津市地域就労支援センター」の運営（人権くらしの相談課）【再掲】 

◆子育て世帯訪問支援事業【地】（子育て応援課）【再掲】 
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▮主要施策 11 日本語のサポートが必要なこどもと家庭への支援 

在住外国人や外国にルーツを持つ日本人の子育て家庭では、日本語がわからないため

に、学校や就学前施設での生活などに困難を来たすケースも少なくありません。国際化

の中で、在住者の母国語が多言語化する一方で、翻訳アプリ、「やさしい日本語」など、

多言語コミュニケーションを図る技術の活用も進んでいます。 

行政サービスの提供や教育・保育などの場面で、すべての機会に通訳者を配置するこ

とは困難ですが、市内にある日本語教育学校など関係機関やボランティア等の協力も得

ながら、日本語のサポートが必要なこどもと家庭への支援を強化していきます。 

 

（１）情報提供や相談、行政手続の場面での配慮 

日本語がわからないこどもや子育て家庭に適切な情報提供を図るため、外国語版や

「やさしい日本語」版の情報媒体の作成や、ふりがな、英語の補記などに努めます。 

また、相談や行政手続の場面では、ボランティア等の協力を得て、可能な限り、通訳

の同席に努めるほか、翻訳アプリや絵カードなどの活用を図ります。 

 

〔主な事業〕 

◆外国語版母子手帳（子育て応援課） 

 

（２）教育・保育における配慮 

学校園所においては、日本語指導が必要な児童・生徒に対し、個別の指導計画を策定

し、語学指導者を配置して、渡日１年未満の児童・生徒が「サバイバル日本語」（挨拶

や具体的な場面で使う日本語）を獲得できるよう、渡日 2 年以上の児童・生徒が生活言

語・学習言語を定着できるよう、日本語指導を進めます。 

また、文化や宗教、価値観の違いの相互理解を進め、必要な対応・支援を行う多文化

共生の教育・保育を推進します。 

 

〔主な事業〕 

◆学校における日本語指導事業（指導課）  
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基本目標３ 安心して子育てができる環境をつくります   

▮主要施策 12 子育てしやすいまちづくり 

子育ての負担・不安を軽減し、安心して子育てができるよう、様々な媒体を活用しな

がら、子育てに関するわかりやすい情報提供に努めます。 

また、子ども会活動やスポーツ少年団の育成などを通じて、こどもたちが多様な経験

を積む機会を提供し、地域の大人がこどもや若者の健全な成長を応援していくとともに、

地域全体で連携し、すべてのこどもと若者が安心して成長できる環境づくりを推進しま

す。 

さらに、家庭内での育児負担が分散され、より健全な家庭環境を築くことができるよ

う、子育て講座による男性の育児参加の啓発など様々な取組を通じて、男女が共に子育

てに取り組む意識の醸成を図ります。 

 

（１）わかりやすい情報提供の推進 

SNS や専用アプリを活用して、子育て家庭が必要とする情報を迅速かつ的確に提供

するよう努めます。 

 

〔主な事業〕 

◆子育てガイドブックの発行（こども政策課） 

◆いずみおおつ子育て応援アプリの運用（こども政策課） 

◆子育てイベント予約アプリ“ジモイク”の運用（こども政策課） 

◆SNS を活用した情報発信（こども政策課ほか） 

 

（２）こども・若者の成長を支える地域環境づくり 

本市には、青少年の健全育成、非行防止に関わる活動や、体験活動・スポーツ活動な

どを通じて青少年の心身の育成を図る活動があります。また、学校では、地域住民が教

育活動や課外活動に参画し、こどもも大人も共に学び、成長するコミュニティづくりを

進めています。いずれも、自治会などの地域コミュニティに根ざした活動を続けており、

こども・若者の成長を地域で支えるこうした活動の振興を図っていきます。 
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〔主な事業〕 

◆コミュニティ・スクール、地域学校協働活動の推進（指導課・教育政策課・スポー

ツ青少年課・生涯学習課）【再掲】 

◆「泉大津市こどもサポートセンター」の運営（巡回補導やパトロール、保護者への

相談活動等）（教育支援センター・指導課） 

◆子ども会活動の支援（スポーツ青少年課） 

◆スポーツ少年団の育成（スポーツ青少年課） 

 

（３）男女共同参画による子育ての推進 

男性と女性が共に育児に関わることは、こどもにとってより安心で安定した家庭環境

につながります。 

男女が共に担う子育てを促進し、「仕事と家庭の調和（ワーク・ライフ・バランス）」

を実現するため、「男性の育児休業の取得促進」、「女性の活躍推進」など、市内の民

間事業所や公共団体における働き方改革の推進を働きかけるとともに、学校園や生涯学

習の場で男女平等教育、男女共同参画についての学習を進めていきます。 

（男女共同参画施策の詳細は、「第 3 次泉大津市男女共同参画推進計画」に記載してい

ます。） 

 

〔主な事業〕 

◆事業所等への男女共同参画の啓発（人権くらしの相談課） 

◆男女平等教育の推進（こども育成課・指導課） 

◆「にんじんサロン」の運営（人権くらしの相談課） 

◆男性の育児参加に関する講座の開催（こども政策課） 
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▮主要施策 13 子育てにやさしい生活環境づくり 

こどもたちが元気に屋外遊びを行い、親子連れで安全に外出できるよう、公園など、

公共空間の魅力づくりや危険回避措置の実施に努めます。 

また、こどもや子育て家庭が事件や事故に巻き込まれず、大規模災害等が起こっても

生命・身体・財産を守れるよう、防犯・交通安全の推進、危機管理対策の推進を図りま

す。 

 

（１）子育てにやさしい住環境づくり 

公園は、四季折々の緑や花を眺めながら、親子連れやこども同士で体を動かしたり、

ゆったり過ごしたりすることができる重要な場所です。遊具など施設・設備の安全確保

に努めます。 

また、既存の公共公益施設等において、「赤ちゃんの駅」登録制度の普及を図るとと

もに、街路事業などでの歩道の整備などにより、乳児の保護者が外出しやすい環境づく

りを進めます。 

（公園整備の詳細は、「泉大津市緑の基本計画『ともいき泉大津』」、「泉大津市公園

整備マスタープラン」、「泉大津市都市公園施設長寿命化計画」に記載しています。） 

 

〔主な事業〕 

◆公園の再編・整備の推進（都市づくり政策課） 

◆「赤ちゃんの駅」登録制度の推進（こども政策課） 

 

（２）防犯・交通安全の推進 

防犯委員や警察、各種地域団体の協力を得ながら、登下校時の見守り活動や防犯パト

ロールなどの啓発活動を進めるとともに、防犯灯や防犯カメラ等の設置を促進し、地域

防犯力の向上に努めます。 

また、一人ひとりが交通ルールを守り、安全な交通行動を実践する地域づくりを目指

し、交通安全協会や警察、地域交通安全推進委員などの協力を得ながら、保育所・幼稚

園・認定こども園・小中学校での交通安全教室や、自転車通学者交通マナー啓発運動な

ど、交通安全教育・啓発活動を進めます。 
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〔主な事業〕 

◆防犯委員の活動の推進（市民協働推進課） 

◆安全・安心なまちづくり連携活動の推進（市民協働推進課） 

◆交通安全教育・啓発活動の推進（土木課） 

 

（３）危機管理対策の推進 

学校園所やこども・子育て家庭が利用する公共施設・福祉サービス事業所等において、

南海トラフ巨大地震や集中豪雨等による風水害など大規模災害を想定した避難計画の

随時更新、避難訓練・防災教育の推進に努めるとともに、備蓄・通信環境の改善など、

必要な対策の実施を促進していきます。 

また、在宅の障がい児など、災害時要配慮者・避難行動要支援者に対して、関係機関

の協力のもと、個別避難計画の策定と、命を守る対策を進めるとともに、妊産婦・乳幼

児など要配慮者の避難所での受け入れ環境の強化を図ります。 

（※危機管理対策の詳細は、「泉大津市地域防災計画」など各分野別計画に記載してい

ます。） 

 

〔主な事業〕 

◆避難訓練・防災教育の推進（危機管理課） 

◆個別避難計画の策定の推進（危機管理課） 

◆妊産婦ホテル避難制度など災害時要配慮者支援の推進（危機管理課） 
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第５章  子ども・子育て支援の量の見込みと確保方策 

子ども・子育て支援法では、計画期間の各年度における「教育・保育施設の利用量」

（幼稚園・認定こども園・保育所等の利用者数）の見込み（需要量）と、「地域子ども・

子育て支援事業」の量の見込み（需要量）、それらに対する確保方策（供給量の見込み）

について、「教育・保育提供区域」ごとに、子ども・子育て支援事業計画に記載するこ

とが必須とされています。 

サービス利用実績やニーズ調査結果、人口推計を勘案して、以下のとおり、量の見込

みと確保方策を設定します。 

「提供区域」は、保護者やこどもが居宅から容易に移動することが可能な区域である

必要があり、市町村が個別に設定しますが、本市では第１期は中学校区単位（３区域）、

第２期は全市と設定しており、第３期は第２期を踏襲し、全市とします。 

１．就学前教育・保育施設の利用量の見込みと確保方策 

就学前教育・保育施設の利用に当たっては、「保育の必要性の認定」を受けます。「保

育の必要性の認定」には、０～２歳の３号認定、保育の必要性のある３～５歳の２号認

定、保育の必要性がない３～５歳の１号認定があります。 

 

保育の必要性の認定の区分 

認定区分 年齢 保育の必要性 提供施設 

１号 ３～５歳 保育の必要性に該当しない 幼稚園・認定こども園 

２号 ３～５歳 

保育の必要性に該当 

保育所・認定こども園 

３号 ０～２歳 
保育所・認定こども園 

・地域型保育事業 
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（１）３号認定（０～２歳） 

低年齢児の保育ニーズは依然、高い状態が続くと予想されるため、引き続き、提供体

制の確保に努めます。 

なお、各年の実績値の基準日は、幼稚園は学校基本調査を使用していることから５月

１日で、その他は４月１日です。 

 

０歳児の３号認定による利用の見込みと確保方策 

（単位：人／月） 

 第２期 第３期 

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

量の見込み 94 92 90 87 85 93 93 92 92 91 

第２期実績と 

第３期確保方策 
90 87 99 84  92 134 141 141 141 141 

 

１～２歳児の３号認定による利用の見込みと確保方策 

（単位：人／月） 

 第２期 第３期 

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

量の見込み 512 501 511 500 487 538 557 561 558 555 

第２期実績と 

第３期確保方策 
506 496 480 528 556 570 598 598 598 598 

 

１～２歳児の内訳 

（単位：人／月） 

 第３期 

R7 R8 R9 R10 R11 

１歳児 

量の見込み 256 268 267 266 265 

第２期実績と 

第３期確保方策 

保育所・ 

認定こども園 
238 251 251 251 251 

地域型保育事業 18 18 18 18 18 

２歳児 

量の見込み 282 289 294 292 290 

第２期実績と 

第３期確保方策 

保育所・ 

認定こども園 
294 309 309 309 309 

地域型保育事業 20 20 20 20 20 
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（２）２号認定（３～５歳の保育所・認定こども園保育所部利用） 

２号認定による利用量の見込みと第２期実績、第３期確保方策は、以下のとおりです。

２号認定による利用も、令和 11 年度までは依然、高いニーズが想定されるため、引き

続き、提供体制の確保に努めます。 

 

２号認定による利用の見込みと確保方策 

（単位：人／月） 

 第２期 第３期 

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

量の見込み 886 871 828 811 793 911 869 876 865 884 

第２期実績と 

第３期確保方策 
879 902 900 878 893 916 1,033 1,033 1,033 1,033 

 

（３）１号認定（３～５歳の幼稚園・認定こども園幼稚園部利用） 

１号認定による利用量の見込みと第２期実績、第３期確保方策は、以下のとおりです。

１号認定分の確保方策は、幼稚園・認定こども園幼稚園部の利用定員を記載しています。

引き続き、提供体制の確保に努めます。 

 

１号認定による利用の見込みと確保方策 

（単位：人／月） 

 第２期 第３期 

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

量の見込み 590 556 525 495 467 581 554 558 551 563 

第２期実績と 

第３期確保方策 
654 670 627 640 569 1,164 1,203 1,203 1,203 1,203 

 

（４）広域利用による提供 

市外施設の利用分は、以下のとおりです。（１）～（３）に記載した確保方策の内数

です。 

市外施設の利用分 

（単位：人／月） 

 
実績値（令和 5 年度） 

 
見込み量（第３期計画期間） 

1 号 2 号 3 号 合計 
 

1 号 2 号 3 号 合計 

市内⇒市外 76 41 33 150 
 

76 41 33 150 
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２．地域子ども・子育て支援事業等の量の見込みと確保方策 

子ども・子育て支援法では、「地域子ども・子育て支援事業」についても、量の見込

みと確保方策を子ども・子育て支援事業計画に記載することが必須とされています。 

「地域子ども・子育て支援事業」は、国・都道府県による交付金等での支援のもと、

市町村が地域の実情に応じてメニューを選んで実施する事業で、下記の表の（１）～（19）

のメニューがあります。 

なお、（14）～（16）は、令和６年４月から児童福祉法改正に伴い創設された「地

域子ども・子育て支援事業」、（17）～（18）は「地域子ども・子育て支援事業」に

編入された事業です。 

また、（19）は、令和７年４月から子ども・子育て支援法改正に伴い創設される制度

で、「地域子ども・子育て支援事業」ではなく、就学前教育・保育施設の利用に当たっ

ての（義務的）給付サービスですが、本計画では、「地域子ども・子育て支援事業」等

として一連の流れの中で掲載します。 

各年の実績値の基準日は、年度末時点（放課後児童健全育成事業は４月末時点）で、

令和６年度は見込み値です。 

 

地域子ども・子育て支援事業等のメニューの一覧 

（１）利用者支援事業 
（２）地域子育て支援拠点事業 
（３）妊婦健康診査 
（４）乳児家庭全戸訪問（こんにちは赤ちゃん訪問）事業 
（５）養育支援訪問事業 
（６）子育て短期支援事業 
（７）ファミリー・サポート・センター事業 
（８）一時預かり事業 
（９）延長保育事業 
（10）病児・病後児保育事業 
（11）放課後児童健全育成事業（仲よし学級） 
（12）実費徴収に係る補足給付を行う事業 
（13）多様な事業者の参入促進・能力活用事業 
（14）子育て世帯訪問支援事業 
（15）児童育成支援拠点事業 
（16）親子関係形成支援事業 
（17）産後ケア事業 
（18）妊婦等包括相談支援事業 
（19）こども誰でも通園制度（乳児等通園支援） 
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（１）利用者支援事業 

「利用者支援事業」は、こどもやその保護者、または妊婦が、教育・保育施設や地域

の子育て支援事業などを円滑に利用できるよう相談に応じ、情報提供や助言、関係機関

との連絡調整など行う事業です。基本型・特定型、こども家庭センター型（令和５年度

まで母子保健型）、地域子育て相談機関型があります。 

    新たに設置が求められている地域子育て相談機関型については、計画期間中の実施に

向け検討していきます。 

 

「利用者支援事業」の第２期実績と第３期確保方策 

（単位：箇所） 

 第２期 第３期 

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

基本型・特定型 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

こども家庭センター型

（令和５年度まで母子

保健型） 

1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

地域子育て相談機関型      0 0 0 0 1 

 

（２）地域子育て支援拠点事業 

「地域子育て支援拠点事業」（地域子育て支援センター・おやこ広場）は、主に未就

園の０歳～３歳の乳幼児とその保護者が気軽に集い、親子で交流したり、育児について

の相談や情報提供、子育て講座を実施したりする事業です。泉大津市では、地域子育て

支援センター（たんぽっぽ）を含め市内７か所で「おやこ広場」として実施しています。 

現状程度の見込みを想定しますが、利用者が増えた場合も受け入れ体制を確保してい

きます。 
 

「地域子育て支援拠点事業」の量の見込みと確保方策 

（単位：人回／年） 

 第２期 第３期 

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

量の見込み 57,565 56,318 56,664 55,279 53,893 35,000 35,500 36,000 36,000 36,000 

第２期実績と 

第３期確保方策 
17,688 19,229 26,795 34,870 34,700 35,000 35,500 36,000 36,000 36,000 
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（３）妊婦健康診査 

「妊婦健康診査」は、医療機関における妊婦に対する健康診査として、健康状態の把

握、検査計測、保健指導を実施するとともに、妊娠期間中に必要に応じた医学的検査を

実施する事業です。市で母子健康手帳の交付時に受診券（14 回分）を配布して助成を

行っています。 

対象人数と健診回数に関する量の見込みと第２期実績、第３期確保方策は、以下のと

おりです。 

現状程度の見込みを想定しますが、対象者が増えた場合も実施体制を確保していきます。 

 

「妊婦健康診査の対象人数」の量の見込みと確保方策 

（単位：人／年） 

 第２期 第３期 

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

量の見込み 568 556 544 528 515 535 533 530 528 526 

第２期実績と 

第３期確保方策 
585 522 573 521 515  535 533 530 528 526 

 

「妊婦健康診査の健診回数」の量の見込みと確保方策 

（単位：人回／年） 

 第２期 第３期 

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

量の見込み 6,816 6,672 6,528 6,336 6,180 6,420 6,396 6,360 6,336 6,312 

第２期実績と 

第３期確保方策 
6,577 6,737 6,384 6,133 6,180 6,420 6,396 6,360 6,336 6,312 
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（４）乳児家庭全戸訪問（こんにちは赤ちゃん訪問）事業 

「乳児家庭全戸訪問（こんにちは赤ちゃん訪問）事業」は、生後４か月までの乳児の

いる世帯すべての家庭に保健師などが訪問し、子育てに関する情報提供や養育環境など

の把握を行う事業です。 

すべての家庭を訪問することを目標として、事業を継続していきます。 

 

「乳児家庭全戸訪問事業」の量の見込みと確保方策 

（単位：人／年） 

 第２期 第３期 

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

量の見込み 568 556 544 528 515 535 533 530 528 526 

第２期実績と 

第３期確保方策 
542 544 466 546 515  535 533 530 528 526 

 

（５）養育支援訪問事業 

「養育支援訪問事業」は、児童への虐待や育児不安を抱えているなど、養育支援が特

に必要な家庭を家庭訪問支援員が訪問し、養育に関する指導・助言などを行うことによ

り、家庭での適切な養育を確保する事業です。 

現状程度の見込みを想定しますが、対象者が増えた場合も実施体制を確保していきま

す。 

 

「養育支援訪問事業」の量の見込みと確保方策 

（単位：人／年） 

 第２期 第３期 

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

量の見込み 74 72 71 69 67 96 96 95 95 95 

第２期実績と 

第３期確保方策 
83 101 90 110 67  96 96 95 95 95 
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（６）子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ） 

「ショートステイ」は、病気や看護、冠婚葬祭、育児疲れなどで一時的にこどもの養

育が困難となった場合、児童福祉施設（乳児院など）でこどもを預かる事業です。本市

では、６施設（市内３、市外３）に事業を委託して実施しています。 

また、「トワイライトステイ」は、保護者が仕事などにより平日の夜間に不在となる

ことで家庭においてこどもを養育することが困難となった場合、その児童を児童養護施

設などにおいて保護し、生活指導、夕食、入浴の世話などを行う事業です。本市では、

市外の１施設に事業を委託して実施しています。 

現状程度の見込みを想定しますが、利用者が増えた場合も実施体制を確保していきま

す。 

 

「子育て短期支援事業」の量の見込みと確保方策 

（単位：人日／年） 

 第２期 第３期 

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

量の見込み 30 30 29 28 28 25 24 24 24 24 

第２期実績と 

第３期確保方策 
0 3 0 22 22  25 24 24 24 24 

 

〔参考〕 

 第１期 

H27 H28 H29 H30 R 元 

第１期実績 12 9 0 4 9 
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（７）ファミリー・サポート・センター事業（就学児分） 

「ファミリー・サポート・センター」は、子育ての援助を受けたい人（依頼会員）と

子育ての援助を行いたい人（提供会員）からなる地域での子育てを相互援助する会員組

織です。生後３か月から小学６年生までのこどもがいる依頼会員を対象に、提供会員が

サービスを行います。 

ここでは、国の定めにより、就学児を対象とした量の見込みと確保方策を検討してい

ます。 

本市では、就学前児童の利用が主で、就学児の利用は、仲よし学級の延長保育の実施

などにより、減っていますが、引き続き提供会員の確保に努め、子育て支援のニーズに

対応します。 
 

「ファミリー・サポート・センター事業（小学１～３年生分）」の量の見込みと確保方策 

（単位：人回／年） 

 第２期 第３期 

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

量の見込み 448 439 432 429 422 60 60 60 60 60 

第２期実績と 

第３期確保方策 
60 5 54 54 55  60 60 60 60 60 

 

〔参考〕 

 第１期 

H27 H28 H29 H30 R 元 

第１期実績 97 448 355 201 232 
 

「ファミリー・サポート・センター事業（小学４～６年生分）」の量の見込みと確保方策 

（単位：人回／年） 

 第２期 第３期 

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

量の見込み 57 57 57 57 57 38 38 39 37 37 

第２期実績と 

第３期確保方策 
50 23 12 0 20  38 38 39 37 37 

 

〔参考〕 

 第１期 

H27 H28 H29 H30 R 元 

第１期実績 0 15 57 0 31 
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（８）一時預かり事業 

「一時預かり事業」は、家庭で日中保育することが一時的に困難となった就学前児童

について、幼稚園、保育所、認定こども園、地域子育て支援拠点その他の場所において、

一時的な預かりや保育などを行う事業です。幼稚園・認定こども園幼稚園部の通常就園

時間後の「預かり保育」や保育所・認定こども園保育園部の「一時保育」があります。 

現状程度の見込みを想定しますが、利用希望者が増えた場合も受け入れ体制の確保に

努めます。 

「幼稚園・認定こども園幼稚園部の預かり保育」の量の見込みと確保方策 

（単位：人回／年） 

 第２期 第３期 

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

量の見込み 22,143 21,775 20,697 20,264 19,817 16,751 15,936 16,068 15,859 16,222 

第２期実績と 

第３期確保方策 
13,221 14,857 12,211 18,269 17,000  16,751 15,936 16,068 15,859 16,222 

 

「保育所・認定こども園保育園部の一時保育」の量の見込みと確保方策 

（単位：人回／年） 

 第２期 第３期 

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

量の見込み 2,325 2,279 2,239 2,187 2,135 1,995 2,031 2,037 2,029 2,022 

第２期実績と 

第３期確保方策 
892 1,288 1,435 1,713 1,900  1,995 2,031 2,037 2,029 2,022 
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（９）延長保育事業 

「延長保育事業」は、２号・３号認定を受けたこどもについて、通常の利用日及び利

用時間以外の日及び時間において、保育所・認定こども園などで保育を行う事業です。 

現状程度の見込みを想定しますが、利用希望者が増えた場合も受け入れ体制の確保に

努めます。 

「延長保育事業」の量の見込みと確保方策 

（単位：人／年） 

 第２期 第３期 

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

量の見込み 468 459 449 439 429 650 642 645 640 645 

第２期実績と 

第３期確保方策 
618 324 692 663 650 650 642 645 640 645 

 

（10）病児・病後児保育事業 

「病児・病後児保育事業」は、こどもが病気にかかり、保護者も仕事などでこどもを

看られない時に、小児科部門を持つ医療機関との連携を図った保育所などで、病気のこ

どもを一時的に保育する事業です。本市では、南海かもめ認定こども園、えびす認定こ

ども園、条東こども園で「病後児保育」を実施しており、当面症状の急変は認められな

いものの、病気の回復期に至っていない段階の「病児保育」は令和６年６月から実施し

ています。 

 病院での病児保育の実施など、病児・病後児を受け入れる体制を確保し、病児保育の

ニーズに対応していきます。 

  

「病児・病後児保育事業」の量の見込みと確保方策 

（単位：人日／年） 

 第２期 第３期 

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

量の見込み 1,113 1,092 1,068 1,043 1,019 1,090 1,076 1,082 1,073 1,082 

第２期実績と 

第３期確保方策 
859 915 930 1,112 1,100  1,090  1,076  1,082  1,073  1,082  
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（11）放課後児童健全育成事業（仲よし学級） 

「放課後児童健全育成事業」は、保護者が就労などにより昼間家庭にいない小学生を

預かり、生活の場や適切な遊びの場を提供する事業で、学童クラブ、留守家庭児童会な

どと呼ばれます。本市では、「仲よし学級」と呼んでいます。 

低学年児童は利用の増大が想定されます。ニーズに応じて受け入れ体制の確保に努め

ます。 

 

「放課後児童健全育成事業」（低学年）の量の見込みと確保方策 

（単位：人／月） 

 第２期 第３期 

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

量の見込み 540 651 641 659 693 739 789 842 860 860 

第２期実績と 

第３期確保方策 
688 665 661 669 810 860 860 860 860 860 

 

「放課後児童健全育成事業」（高学年）の量の見込みと確保方策 

（単位：人／月） 

 第２期 第３期 

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

量の見込み 115 146 107 113 119 122 126 129 132 136 

第２期実績と 

第３期確保方策 
191 164 123 115 140 140 140 140 140 140 

 

（12）実費徴収に係る補足給付を行う事業 

低所得で生計が困難な家庭のこどもに対し、幼稚園や保育所、認定こども園などにお

いて保護者が実費で支払う日用品や文房具、副食材料費などの費用の一部を補助する事

業です。 

泉大津市では、現在のところ計画期間中に検討を行います。 

 

（13）多様な事業者の参入促進・能力活用事業 

教育・保育施設や地域子ども・子育て支援事業の量を拡大するため、多様な事業者の

新規参入を支援するほか、私立認定こども園において特別な支援が必要なこどもの受け

入れ体制構築の支援を行う事業です。 
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泉大津市では、集団保育をする上で加配が必要とされる児童のうち、市が認めた児童

の保育に要する経費を補助する事業を行っており、今後も継続していく予定です。 

 

（14）子育て世帯訪問支援事業（新） 

「子育て世帯訪問支援事業」は、家事・子育て等に対して不安や負担を抱える子育て

家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を、訪問支援員が訪問し、家庭が抱

える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・子育て等の支援を実施することにより、家

庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐ事業です。  

ニーズの動向が変化すると想定されるため、ニーズが拡大した際には、サービス提供

体制の見直しを随時進めます。 
 

「子育て世帯訪問支援事業」の量の見込みと確保方策 

（単位：人日／年） 

 第３期 

R7 R8 R9 R10 R11 

量の見込み 290 290 290 290 290 

第３期確保方策 290 290 290 290 290 
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（15）児童育成支援拠点事業（新） 

「児童育成支援拠点事業」は、養育環境等に課題を抱える、家庭や学校に居場所のな

い児童等に対して、当該児童の居場所となる場を開設し、児童とその家庭が抱える多様

な課題に応じて、生活習慣の形成や学習のサポート、進路等の相談支援、食事の提供等

を行うとともに、児童及び家庭の状況をアセスメントし、関係機関へのつなぎを行う等

の個々の児童の状況に応じた支援を包括的に提供することにより、虐待を防止し、こど

もの最善の利益の保障と健全な育成を図る事業です。市町村が実施主体となり（委託可）、

定員 20 人を基本に、管理者または支援員のうち１人以上が常勤といった要件がある専

門サービスです。 

本市では、実施の計画はありませんが、実施できる方法はないか、他の事業で代替で

きないかなど、検討を進めていきます。 
 

（16）親子関係形成支援事業（新）  

「親子関係形成支援事業」は、児童との関わり方や子育てに悩みや不安を抱えている

保護者及びその児童に対し、講義やグループワーク、ロールプレイ等を通じて、児童の

心身の発達の状況等に応じた情報の提供、相談及び助言を実施するとともに、同じ悩み

や不安を抱える保護者同士が相互に悩みや不安を相談・共有し、情報の交換ができる場

を設ける等その他の必要な支援を行うことにより、親子間における適切な関係性の構築

を図る事業です。  

ニーズの動向が変化すると想定されるため、ニーズが拡大した際には、サービス提供

体制の見直しを随時進めます。 
 

「親子関係形成支援事業」の量の見込みと確保方策 

（単位：人／年） 

 第３期 

R7 R8 R9 R10 R11 

量の見込み 30 30 30 30 30 

第３期確保方策 30 30 30 30 30 
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（17）産後ケア事業 

「産後ケア事業」は、生後１年未満の赤ちゃんとお母さんに、助産師等が、体調やこ

ころのケア、授乳や沐浴のアドバイス、赤ちゃんの発育の確認などを行う事業で、日帰

り型、宿泊型、訪問型があります。 

ニーズの動向が変化すると想定されるため、ニーズが拡大した際には、サービス提供

体制の見直しを随時進めます。 

 

「産後ケア事業」（日帰り型）の量の見込みと確保方策 

（単位：人日／年） 

 第２期 第３期 

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

量の見込み           10 10 10 10 10 

第２期実績と 

第３期確保方策 
0 4 1 4 8 10 10 10 10 10 

 

「産後ケア事業」（宿泊型）の量の見込みと確保方策 

（単位：人日／年） 

 第２期 第３期 

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

量の見込み           52 52 52 52 52 

第２期実績と 

第３期確保方策 
9 24 34 35 40 52 52 52 52 52 

 

「産後ケア事業」（訪問型）の量の見込みと確保方策 

（単位：人日／年） 

 第２期 第３期 

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

量の見込み           24 24 24 24 24 

第２期実績と 

第３期確保方策 
  0 1 4 10 24 24 24 24 24 
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「産後ケア事業」（合計）の量の見込みと確保方策 

（単位：人日／年） 

 第２期 第３期 

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

量の見込み           86 86 86 86 86 

第２期実績と 

第３期確保方策 
9 28 36 43 58 86 86 86 86 86 

 

（18）妊婦等包括相談支援事業（新）  

「妊婦等包括相談支援事業」は、妊産婦などと定期的な面談を行う伴走型の相談支援

事業です。 

ニーズの動向が変化すると想定されるため、ニーズが拡大した際には、サービス提供

体制の見直しを随時進めます。 
 

「妊婦等包括相談支援事業」の量の見込みと確保方策 

（単位：回／年） 

 第３期 

R7 R8 R9 R10 R11 

量の見込み 1,621 1,615 1,606 1,600 1,594 

第３期確保方策 1,621 1,615 1,606 1,600 1,594 

                （乳児家庭全戸訪問事業を含む） 
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（19）こども誰でも通園制度（乳児等通園支援）（新）  

「こども誰でも通園制度」（乳児等通園支援）は、０～２歳児が保護者の就労要件を

問わず保育所等で保育を受けられる制度です。 

令和 8 年度からの制度実施に向けて、準備を進めます。ニーズの動向が変化すると想

定されるため、ニーズが拡大した際には、サービス提供体制の見直しを随時進めます。 

 
 

「こども誰でも通園制度」（乳児等通園支援）の量の見込みと確保方策 

（単位：人日／年） 

  第３期 

R7 R8 R9 R10 R11 

量の見込み 

０歳児  13,920 14,210 14,210 14,500 

１歳児  290 580 870 1,160 

２歳児  11,600 10,150 10,730 11,310 

合計  25,810 24,940 25,810 26,970 

第３期確保方策 

０歳児  13,920 14,210 14,210 14,500 

１歳児  290 580 870 1,160 

２歳児  11,600 10,150 10,730 11,310 

合計  25,810 24,940 25,810 26,970 
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ＰＬＡＮ

ＤＯ

ＣＨＥＣＫ

A C T I O N

計画の策定

取組の実施

取組の評価

取組の改善

   

第６章  計画の推進体制 

１．子ども・子育て会議の開催 

子ども・子育てに係る全般的な協議及び情報共有と、計画の進捗状況の確認・評価・

見直しなどのために、定期的に子ども・子育て会議を開催します。 

２．庁内体制の整備 

子ども・子育てに関わる関係部局が連携・協力して、横断的な取組を積極的に進めま

す。 

３．地域における取組や活動の連携 

保健・医療・福祉・教育・労働などの関係機関・団体による地域活動を核としつつ、

ＮＰＯやボランティア団体などの子育て支援団体の育成を図りながら、地域での子育て

支援を進めます。 

また、地域全体で子育て支援に取り組むために、市民が共通認識を持てるよう、計画

内容の広報・啓発に努めます。 

４．ＰＤＣＡサイクルによる検証 

PDCA サイクルにより、数値目標や評価指標を関係各課で定期的に検証し、施策の進

捗状況、事後の達成度を評価することで、事業や施策の更なる展開や見直しにつなげま

す。 
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資 料 

１．泉大津市子ども・子育て会議条例 

 

 

平成 25 年９月 17 日 

条例第 26 号 

 

(設置) 

第１条 子ども・子育て支援法(平成 24 年法律第 65 号。以下「法」という。)第 72 条第 1

項の規定に基づき、泉大津市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)

を置く。 

(所掌事務) 

第２条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事務を行う。 

(1) 法第 72 条第１項各号に規定する事務を処理すること。 

(2) 前号に掲げるもののほか、本市の子ども・子育て支援施策に関し、市長が必要と認め

る事項について調査審議すること。 

(組織) 

第３条 子ども・子育て会議は、委員 15 人以内で組織する。 

２ 委員は、法第７条第１項に規定する子ども・子育て支援に関し学識経験のある者その

他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱する。 

(任期) 

第４条 委員の任期は、３年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

(会長及び副会長) 

第５条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長１人を置き、それぞれ委員の互選によりこ

れを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

(会議) 

第６条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその

議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 
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４ 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求

め、意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができ

る。 

(守秘義務) 

第７条 委員は、会議の内容その他職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。委員を退

いた後も同様とする。 

(委任) 

第８条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、市

長が別に定める。 

   附 則 

(施行期日) 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

(会議の招集等の特例) 

２ この条例の施行の日以後最初に招集される会議及び委員の任期満了に伴い最初に行わ

れる会議の招集並びに会長が互選されるまでの間の会議の主宰は、第５条第２項及び第

６条第１項の規定にかかわらず、市長が行う。 

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正) 

３ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和 31 年泉大津市条

例第 15 号)の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

 

   附 則(令和５年２月 22 日条例第 3 号) 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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２．泉大津市子ども・子育て会議 委員名簿 

◎：会長 ○：副会長（順不同・敬称略） 

No. 団体名 役職名 氏名 

1 大阪大谷大学 教育学部 教授 長瀬 美子◎ 

2 近畿大学 総合社会学部 教授 久  隆浩○ 

3 泉大津市更生保護女性会 会長 檀  秀子 

4 和泉乳児院 理事長 大橋 和弘 

5 夢らんど二田  谷  都嵩 

6 和泉市私立幼稚園連合会  亀谷 聖樹 

７ 泉大津市保育所保護者会連絡協議会  秋元 遥 

８ 泉大津市立えびす認定こども園 PTA  榎並 伸弥 

９ 泉大津市立児童発達支援センターにじっこ センター長 植野 國廣 

10 公募市民  平  由貴美 

11 公募市民  秦  和泉 

12 公募市民  納谷 真理子 
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３．諮問書 

 

 

泉大こ政第 145 号 

令和 5 年 12月 19 日 

 

諮 問 書 

 

泉大津市子ども・子育て会議 

会長 長瀬 美子 様 

 

泉大津市長 南出 賢一 

 

第三期泉大津市子ども・子育て支援事業計画の策定について（諮問） 

 

子どもの育成や子育て家庭への支援に当たっては、その基本理念や基本目標な

どについて定めた「子ども・子育て支援事業計画（いずみおおつ子ども未来プラ

ン）」が令和６度末をもって計画期間が満了することから、次期計画を策定する

必要があります。 

また、本市の最上位計画である「第４次泉大津市総合計画」の基本理念にも示

している「笑顔で育ち育てられるまち」を目指して、急速に進行する少子化や待

機児童問題などの社会情勢の変化に対応できる、実効性のある子育て支援のあり

方を改めて示していく必要が生じています。 

こうしたことから、下記の項目について、児童福祉や教育をはじめとした広範

な分野での立場でご審議いただきたく、泉大津市子ども・子育て会議に対し諮問

いたします。 

 

記 

 

１ 第三期泉大津市子ども・子育て支援事業計画の策定について 

以上 
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４．答申書 

 

令 和 ７ 年 ３ 月 1 7日 

 

泉大津市長 南出 賢一 様 

 

泉大津市子ども・子育て会議 

会長 長瀬 美子 

 

 

第三期泉大津市子ども・子育て支援事業計画の策定について（答申） 

 

令和５年12月19日付け泉大こ政第145号で諮問のあった「第三期泉大津市子ども・子育

て支援事業計画の策定について」に関し、当会議において５回にわたり慎重に審議を重

ねた結果、別添「第三期いずみおおつ子ども未来プラン（案）」をもって答申といたし

ます。 

なお、本計画はこども施策の総合的な計画である「こども計画」として策定し、こど

も・若者からの意見を積極的に反映させ、ヤングケアラー支援などの新たな社会課題に

対応するとともに、子ども・子育て支援に関する市民ニーズ等を十分に考慮しながら、

基本理念である「笑顔で育ち育てられる“こどもまんなか”のまちをめざして すべて

のこどもがたくましく育つ、みんなで子育てを応援するまち・泉大津」の実現に向け、

下記の事項に留意して着実に取り組まれるよう要望いたします。 

   

記 

 

(1) こども・若者を権利の主体として認識し、こども・若者の最善の利益を図ること 

(2) こども・若者、子育て当事者の視点を尊重し、その意見を聴き、取組を進めていくこ

と 

(3) 様々な技術やノウハウを持つ民間事業者などとの連携を強化するとともに、地域住民

の主体的な活動を促進する仕組みづくりに努め「官民連携・市民共創」の視点に立ち、

施策を推進すること 

(4) 様々な生き方や働き方、子育てのスタイルを取り入れて、新しいライフスタイルを応

援するための取組を進めること 

(5) こども施策の総合的な指針として計画内容が市民一人ひとり、こども・若者にも届く

よう、周知に取り組むこと 

(6) 計画推進のための施策について、継続的な進捗管理を行い、その結果を当会議におい

て報告し、市民に対しても周知すること 

 

以上  
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５．計画策定の経緯 

 

年 月日 内容 

令和５年 

12月 19日 

第 23回泉大津市子ども・子育て会議 

・就学前児童の保護者、小学生の保護者へのアンケート調査

票の検討等 

12月 29日 プランの策定について市長から会長へ諮問 

令和６年 

１～２月 
就学前児童の保護者、小学生の保護者への 

アンケートの実施 

６月４日 

第 24回泉大津市子ども・子育て会議 

・アンケート調査結果の報告 

・こども計画の策定、追加調査の実施について 

６月５～６日 関係機関ヒアリングの実施 

６～７月 小・中学生インタビューの実施 

７～８月 小中学生、若者へのアンケートの実施 

10月 10日 

第 25回泉大津市子ども・子育て会議 

・追加調査の結果報告 

・第二期プランの推進状況の報告と第三期プラン（案）の検討 

12月２日 
第 26回泉大津市子ども・子育て会議 

・第三期プラン（案）の検討 

12月 10日～ 

７年１月 10日 

パブリックコメントの実施 

（フィードバック資料によるこども・若者の意見募集も実施） 

令和７年 

２月 23日 

第 27回泉大津市子ども・子育て会議 

・パブリックコメント、こども・若者の意見募集の結果報告 

・第三期プラン（案）の検討 

３月 17日 会長から市長へ答申 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

 


